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海岸保全基本計画の変更にあたって 
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海岸保全基本計画の変更にあたって  

 

兵庫県では、但馬沿岸の貴重な自然や景観を保全しつつ、安全で快適な生活空間

を守ることを目的として、「防護」「環境」「利用」の 3 つの役割が調和のとれた状態

で機能するよう、長期的な視点に立って、平成 13 年 12 月に「但馬沿岸海岸保全基

本計画」を策定しました。  

その後、東日本大震災による津波被害や、社会基盤施設の老朽化懸念の高まりな

どを踏まえ、国において、平成 26 年 6 月に海岸法が改正され、平成 27 年 2 月には

海岸保全基本方針が変更されました。この中で、地震・津波対策の新たな考え方や

海岸保全施設の適切な維持管理・更新を図ることが示されています。 

また、平成 30 年 3 月に公表した「日本海沿岸地域津波浸水想定図」を受け、日本

海沿岸地域における津波被害の軽減を図るため、防潮堤等の防御施設の整備方針を

示すとともに、対策内容をまとめた「日本海津波防災インフラ整備計画」を平成 31

年 3 月に公表しました。 

さらに、平成30年台風第21号では、神戸、尼崎、西宮で既往最高潮位を記録する

とともに、想定を超える高波の影響により浸水被害が発生しました。激甚化する高

潮被害から県民の生命・財産を守るため、近年の台風等を踏まえた対策を計画的に

進める必要があることから、「兵庫県高潮対策10箇年計画」を策定しました。 

令和 2 年 11 月には、気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換するため

に、海岸保全基本方針が変更されました。海岸保全基本方針の変更に伴い、令和３

年７月に海岸保全施設の技術上の基準を定める省令が一部改正、令和３年８月には

気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等に関する技術的な

助言や参考資料等が国から発出されました。 

これらのことを踏まえて本計画を見直し、今後とも海岸の望ましい姿の実現に努

めていきます。 
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平成 11 年 海岸法の改正 

平成 13 年 12 月 但馬沿岸海岸保全基本計画（策定） 

平成 23 年 3 月 東日本大震災 

平成 12 年 5 月 海岸保全基本方針の策定 

平成 29 年 1 月 但馬沿岸海岸保全基本計画（変更） 

【兵庫県】 

「日本海沿岸地域津波浸水想定図」 

 平成 30 年 3 月 

「日本海津波防災インフラ整備計画」 

 平成 31 年 3 月 

【兵庫県】 

「兵庫県高潮対策 10 箇年計画」 

 令和 2 年 6 月 

令和 2 年 3 月 但馬沿岸海岸保全基本計画（変更） 

令和 3 年 9 月 但馬沿岸海岸保全基本計画（変更） 

令和○年○月 但馬沿岸海岸保全基本計画（変更） 

令和 2 年 7 月 「気候変動を踏ま

えた海岸保全のあり方」提言 

・RCP2.6（２℃上昇相当）を前提に、

影響予測を海岸保全の方針や計画に

反映し、整備等を推進  

令和 2 年 11 月 海岸保全基本方針の変更 

【変更のポイント】 

・海岸保全を、過去のデータに基づきつつ気

候変動による影響を明示的に考慮した対策

へ転換  

【兵庫県海岸保全基本計画変更 検討委員会】  

平成 26 年 6 月 海岸法の一部改正 平成 27 年 2 月 海岸保全基本方針の変更 
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■ 海岸法一部改正のポイント 

 

＜平成 26 年６月  海岸法一部改正のポイント＞ 

１．海岸管理における防災・減災対策の推進 

堤防と一体的に設置される減災機能を有する樹林（「緑の防潮堤」）など、粘り

強い構造の海岸堤防等を海岸保全施設に位置づける。  

２.水門・陸閘等の安全かつ確実な操作体制の確立  

海岸保全施設のうち、水門・陸閘等については、災害発生時に現場操作員の安

全を確保しつつ適切に操作するための操作方法、訓練等に関する操作規則等の策

定を海岸管理者に義務づける。  

３．海岸保全施設の適切な維持管理  

海岸保全施設の維持・修繕に関する海岸管理者の責務を明確化し、予防保全の

観点から維持・修繕に関する技術的基準を主務省令で定める。  

４．海岸保全区域内において座礁等した船舶の撤去等 

海岸管理者は、海岸保全区域内で座礁等した船舶が海岸保全施設を損傷し、海

岸の保全に支障をおよぼすおそれがある場合等に、船舶所有者に対し、当該船舶

の撤去等を命令することができる。（※所有者が命令に従わない場合、行政代執

行が可能）  

５．地域の実情に応じた海岸の維持管理の充実 

海岸管理者は、海岸保全施設又は公共海岸の維持等を適正かつ確実に行うこと

ができる法人・団体（NPO 等）を海岸協力団体として指定することができる。 

 

 

 

＜平成 26 年 12 月  海岸法施行令の一部改正のポイント＞ 

１．海岸保全基本計画に定める事項の明確化 

海岸保全基本計画に定める事項のうち、海岸保全施設の整備に関する事項を細

分し、海岸保全施設の新設又は改良に関する事項及び海岸保全施設の維持又は修

繕に関する事項を規定するものとする。  

２．主務大臣が直接工事を行う場合に代行する権限の追加 

 ・海岸管理者が定める操作規則の策定等  
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■海岸保全基本方針（変更）のポイント 

 

＜平成 27 年２月  海岸保全基本方針（変更）のポイント＞ 

概ね、下記について追加。 

一 海岸の保全に関する基本的な指針 

２ 海岸の保全に関する基本的な事項 

予防保全の考え方に基づく海岸保全施設の適切な維持管理・更新。  

（１）海岸の防護に関する事項 

・  津波からの防護を対象とする海岸にあたっては、数十年から百数十年に一

度程度発生する比較的発生確率の高い津波に対して防護することを目標。  

・  海岸保全施設の整備に当たっては、津波、高潮等から海水の浸入又は海水

による侵食を防止するとともに、海水が堤防等を越流した場合にも背後地

の被害を軽減。  

・  水門・陸閘等については、操作規則等に基づく平常時の訓練等を実施し、

効果的な管理運用体制を構築。  

３ 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

（１）海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項 

・  設計の対象を超える津波、高潮等の作用に対して施設の損傷等を軽減する

ため、粘り強い構造の堤防、胸壁及び津波防波堤の整備を推進。その際、「緑

の防潮堤」など多様な構造を含めて検討。  

・  水門・陸閘等については、統合又は常時閉鎖を進めるとともに、必要があ

るときは自動化・遠隔操作化の取組を計画的に推進。  

（２）海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項 

・  海岸保全施設を適切な時期に巡視又は点検を実施し、長寿命化計画を策定

するなど予防保全の考え方に基づいた計画的かつ効果的な維持又は修繕を

推進。  

・  海岸保全施設の新設又は改良に関する記録だけでなく、点検又は修繕に関

する記録を作成及び保存。  

 

二 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項 

１ 定めるべき基本的な事項 

（２）海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

②海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項 

イ 海岸保全施設の存する区域  

・  維持または修繕の対象となる海岸保全施設が存する区域を設定。  

ロ 海岸保全施設の種類、規模及び配置  

・  イの区域ごとに存する海岸保全施設の種類、規模及び配置を設定。 

ハ 海岸保全施設の維持又は修繕の方法 

・  ロの海岸保全施設の種類毎に、海岸保全施設の維持又は修繕の方

法を設定。  
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＜令和２年 11 月  海岸保全基本方針（変更）のポイント＞  

１．「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和 2 年 7 月） 

・海岸保全を、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮し

た対策へ転換。  
・パリ協定の目標と整合する RCP2.6（２℃上昇相当）を前提に、影響予測を海

岸保全の方針や計画に反映し、整備等を推進する。また、平均海面水位が 2100
年に 1m 程度上昇する悲観的予測  RCP8.5(４℃上昇相当 )も考慮し、これに適

応できる海岸保全技術の開発を推進、取り組む体制を構築する。 

２．海岸保全基本方針の変更（令和 2 年 11 月 20 日） 

・「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和２年７月）を踏まえ、海

岸保全を、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した

対策へ転換。  
【海岸保全基本方針（一部抜粋）】 

２ 海岸の保全に関する基本的な事項 

（１）海岸の防護に関する事項 

・気候変動の影響による外力の長期変化量を適切に推算し、背後地の人

口・資産の集積状況や土地利用の状況等を勘案して、所要の安全を適切

に確保する防護水準を定める。  
・侵食対策については、将来的な気候変動や人為的改変による影響等も考

慮し、継続的なモニタリングにより流砂系全体や地先の砂浜の変動傾向

を把握し、侵食メカニズムを設定し、将来変化の予測に基づき対策を実

施する。  
４ 海岸の保全に関するその他の重要事項 

（１） 広域的・総合的な視点からの取組の推進 

・気候変動の影響による平均海面水位の上昇については、長期的視点から

こうした取組を進めるうえで目安となる平均海面水位を社会全体で共

有するよう努める。  
・気候変動による地域のリスクの将来変化等の情報提供等、地域住民の防

災意識の向上及び防災知識の普及を図る。  
(３) 調査・研究の推進 

・質の高い安全な海岸の実現に向け、効率的な海岸管理を推進するため、

海岸に関する基礎的な情報の収集・整理を行いつつ、それらの情報や気

候変動の影響による将来予測に関する最新の知見を継続的に共有する。 

３．「気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等について」 

・令和 3 年 7 月 30 日に「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」が一部改

正・施行され、それに伴い令和３年８月に「気候変動の影響を踏まえた海岸保

全施設の計画外力の設定方法等について」が都道府県等に通知された。  
・設計高潮位及び設計波の設定や見直しについては、「気候変動を踏まえた海岸

保全のあり方」提言を踏まえ、RCP2.6 シナリオ（２℃上昇相当）における将

来予測の平均的な値を前提とすることを基本としている。また、RCP8.5 シナ

リオ（４℃上昇相当）等のシナリオについては、地域の特性に応じた海岸保全

における整備メニューの点検や減災対策を行うためのリスク評価、海岸保全施

設の効率的な運用の検討、将来の施設改良を考慮した施設設計の工夫等の参考

として活用するよう努める。 
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■ 海岸保全基本計画の対象範囲 

 

海岸保全基本計画は、海岸法の対象となる区域における、海岸保全施設の整備と

海岸管理に関する基本的な事項を定めるものである。  

海岸法の対象となる区域は水際線を挟む限定された区域であり、表－１に示すよ

うに「海岸保全区域」と「一般公共海岸区域」である。  

表－２に示すように、このうち海岸保全施設の整備に関する対象区域は「海岸保

全区域」として指定された海岸であり、海岸管理に関する対象区域は、「海岸保全区

域」及び「一般公共海岸区域」である。本基本計画においては、近い将来に海岸保

全区域に指定される予定の海岸は対象範囲に含めたが、自然的・社会的情勢の変化

に伴って、今後さらに対象範囲が広がる可能性もある。  

なお、「海岸保全施設」とは、指定された海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、

胸壁、消波堤、離岸堤、砂浜、その他海水の進入又は海水による侵食を防止するた

めの施設である。  

「海岸の管理」とは、海岸保全区域では海岸保全施設の維持管理、占用の許可、

行為の許可等であり、一般公共海岸区域内では、占用の許可、行為の許可等である。  

 

表－１ 海岸法の対象区域 

 
 

対  
 
 

象  
 
 

区  
 
 

域  

海岸保全区域  

海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するた
め海岸保全施設の設置、その他の管理を行う必要があると
認めるときに都道府県知事が指定する防護すべき海岸に
係る一定の区域  

一般公共海岸区域  

公共海岸のうち海岸保全区域以外の区域  
（公共海岸）  

国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されてい
る海岸の土地（他の法令により施設の管理を行う者がその
権限に基づき管理する土地として主務省令で定めるもの
を除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている
海岸の土地にあっては、都道府県知事が主務省令で定める
ところにより指定し、公示した土地に限る）及びこれと一
体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事
が指定し、公示した低潮線までの水面  

対
象
外 

その他の海岸 
 港湾法や漁港及び漁場の整備等に関する法律など海岸
法以外の法令で管理されている海岸及び民有地のうち、海
岸保全区域及び一般公共海岸区域以外の海岸  

 

表－２ 海岸法の対象となる行為 

区域  

対象となる行為  
海岸保全区域  一般公共海岸区域  その他  

海岸保全施設の整備  ○  対象外  対象外  

海岸の管理  ○  ○  対象外  

注）その他の海岸であっても防護上の問題があれば、海岸保全区域の指定等を行い施設整備を

行うことが可能であり、本計画の対象範囲に含める。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸保全基本計画 

 
 

 



- 1 - 

 第Ⅰ編．海岸の保全に関する基本的な事項  

 

１．海岸の現況及び保全の方向に関する事項 

 

１－１．海岸の概要 
但馬沿岸は兵庫県の北部に位置し（図Ⅰ-1-1参照）、豊岡市・香美町・新温泉町の１

市２町からなる。１市２町の面積は約1,307 km2で県面積(約8,401km2)の約16％、但馬

地域（３市２町）の面積(約2,133km2)の約61％を有している。 

総延長約154kmの海岸線の沿岸部は山陰海岸国立公園に指定されており、豊かな自然

環境と優れた景観、貴重な文化財などが数多く分布している。地形的には複雑で奇岩

怪石が連なるが、港湾・漁港も数多く点在するとともに、水量が豊かな円山川をはじ

め、竹野川、矢田川、岸田川などが日本海へ注いでいる。 

沿岸は入り組んだ海岸線を持っており、礫海岸や砂浜海岸のほか、崖海岸やポケッ

トビーチなど多様性に富んでいる。 

出典：「兵庫県統計書令和 5 年(2023)」（兵庫県） 

 

 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 20 万を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 168 号） 

この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

図Ⅰ-1-1 但馬沿岸の位置 
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１－２．自然的特性 
 

（１）気 象 

但馬沿岸の気象は、曇や雨の日が多いのが特徴であり、日照時間は県内で比較的短

い。また、冬季に北西の強風が卓越するなど、シベリアからの季節風を受けるため降

雪量が多いところである。なお１市２町は豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法）に指

定されている。 

香住地域気象観測所によると、年平均気温は16.2℃、年間降水量は2,491.5mm、年平

均風速は2.3m/s、最大風速は11.7m/sである。 

日本海に面する但馬沿岸では、瀬戸内海や太平洋沿岸に比べて干満の差が小さく、

県管理の検潮所（津居山）における令和2年～令和6年の年平均潮位はT.P.+0.390mで潮

位差は0.506mとなっており（表Ⅰ-1-1参照）、海面水位は上昇傾向にある（図Ⅰ-1-2

参照）。 

出典：「令和 6 年 港湾・海岸調査報告書」（兵庫県） 

 

表Ⅰ-1-1 年平均潮位（令和2年～令和6年の平均値） 

検潮所 
既往最高潮位 

（H.H.W.L） 

朔望平均満潮位 

（H.W.L） 

朔望平均干潮位 

（L.W.L） 

平均潮位 

（M.W.L） 

潮位差 

（H.W.L-L.W.L） 

津居山 T.P.+1.684m T.P.+0.637m T.P.+0.131m T.P.+0.390m 0.506m 

※既往最高潮位は平成16年10月20日に観測 

出典：「令和6年 港湾・海岸調査報告書」（兵庫県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-1-2 平均海面の水位の推移 

 

（２）地形・地質 

但馬沿岸は典型的な沈降海岸で、諸河川（円山川、竹野川、佐津川、矢田川、岸田

川）の河口に形成された沖積層の小平野以外は磯続きとなっている。 

全般的にみると、沈降海岸が冬季の波浪などにより著しい侵食を受けた結果、海食
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崖が発達し、また崖面に露出した各種の岩石が、不規則な硬軟・節理・岩脈などの性

質を通じ、波浪や雨水、氷雪の侵食を受けて、各所に洞門・洞窟・奇岩を創り出して

いる。海岸線は、リアス式海岸を形成しており、そのほとんどが急斜面である。 

海岸の地質は、アルカリ粗面岩が冷却により柱状節理の奇岩怪石を形成したほか、

安山岩や玄武岩の噴出により、矢田川層群の中に複雑に入り込み、色とりどりの地質

による海岸景観を形成している。 

 

 

（３）水 質 

但馬沿岸における水質（ＣＯＤ）の状況は、全地点で環境基準値を満足している。 

海水浴場については、遊泳期間前（４月 10 日～５月 16 日）は全ての海水浴場で「適」

（水質ＡＡ、Ａ）、遊泳期間中（７月３日～８月４日）は、気比浜・弁天浜・庵蛇浜・

佐津・浜坂・諸寄第二で「可」（水質ＡＡ、Ａ、Ｂ）、それ以外で「適」(水質ＡＡ、Ａ、

Ｂ）となっている。 

出典：「環境白書 令和 6 年度版」（兵庫県） 

 

 

（４）生物相 

①植 生 

但馬沿岸は、冬季の厳しい北西季節風を受けるため、照葉樹林帯でありながら北西

に面するところの多くは、落葉樹林が形成されている。ここでは、朝鮮半島を経由し

てきたカシワやケヤキといった大陸系の植物が但馬沿岸で生育している。さらにハマ

ニンニクやハマナスなどの北から進入してきた植物や、南からのハマヒルガオといっ

た植物が混在する南北交流の場となっている。また、急斜面で潮風が直接当たる環境

がタブ林やケヤキ林を育成している。その他、ミズナラやブナが低高度に分布し照葉

樹林帯の植物と混成し、海食崖にカシワ林が発達しているなど、但馬独特の植生分布

が見られるところである。 

クロマツは、枯死が進行し、崖部のクロマツは枯れてマサキ-トベラ群集に遷移しつ

つある。なお、崖のクロマツは自然のものであるが、海浜のクロマツはほとんどが植

林されたものである。 

沿岸域において、天然記念物となっている植物及び群落は 12 カ所あり、香美町岡見

公園におけるせんだん葉の菩提樹(朝鮮半島経由で生育)、浜坂のタンゴイワガサとワ

カサハマギク群落（新温泉町）、居組不動山の暖地性植物群落（新温泉町）などがある。 

但馬沿岸に分布する貴重な植物群落のうち兵庫県レッドリストのＡランクに指定さ

れている群落は 7 群落である。照葉樹林では豊岡市の気比・絹巻神社に生育するスダ

ジイ群落や猫崎半島のタブ・スダジイ群落、香美町の境・白石島のスダジイ・タブノ
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キ群落がＡランクに指定されている。香美町の安木浜や新温泉町の浜坂海岸の海浜植

物群落がＡランクに指定されている。また、新温泉町の居組･不動岩･大歳神社では、

沿海部にスダジイ群落とカシワ群落が連続して分布し、Ａランクに指定されている。 

沿岸部は大半がクロマツ群落であるが、一部の急斜面地や断崖部にはマサキ-トベラ

群集などもみられる。円山川の河口部では、汽水域が広がる中でヨシ群落が広範囲を

覆っている。 

このように、但馬沿岸では貴重かつ特色のある植物が数多く存在する。 

 

②陸域生物 

但馬沿岸のほ乳類としては、ニホンザルやニホンジカなどのほか、洞門や洞窟には

キクガシラコウモリの生息が確認されている。 

鳥類では、貴重な種としてシロチドリ、ブッポウソウなどの 23 種が兵庫県レッドリ

ストのＡランクに指定されている。その他、沿岸部で注目すべき種として、岩場の多

い海岸に生息するクロサギ、海上や岩礁、沿岸に生息するヒメウ、断崖に営巣するハ

ヤブサがみられる。また、豊岡市の猫崎半島は渡り鳥の重要な中継地となっており、

渡りの季節に多数の種がみられるとともに、留鳥のウミウ、ウミネコも生息している。 

昆虫類では、貴重な種として汽水域に生息するヒヌマイトトンボ（兵庫県レッドリ

ストＡランク）が確認されている。 

豊岡市の円山川下流域・周辺水田は、平成 24 年７月にラムサール条約湿地に登録さ

れ、コウノトリの生息場となる湿地の保全活動が行われている。本地域は、兵庫県レ

ッドリストの小・中生態系を内包する重要な生態系に指定されるとともに、環境省が

選定した生物多様性の観点から重要度の高い湿地にも選定されている。 

 

③海域生物 

魚類では、貴重な種として汽水域に生息するシラウオ、エドハゼ、クボハゼ、チク

ゼンハゼ、回遊魚のカワヤツメ、ニホンイトヨ、シロウオが兵庫県レッドリストのＡ

ランクに指定され、磯観察やスノーケリングでも多様な種をみることができる。 

藻場の分布状況をみると、大規模な藻場が 15 カ所存在し、その多くは豊岡市の沿岸

部に分布している。なお、環境庁の第２回自然環境保全基礎調査から第４回自然環境

保全基礎調査に至る 10 年ほどの間に消滅した藻場はない。藻場の大半は、ヤツマタモ

ク、アカモク、オオバモクなどを主構成とする「ガラモ場」で約 514ha あり、藻場全

体(549ha)の約 94％を占める。新温泉町地先ではアラメ場がみられる。また、大浦湾

（豊岡市）には広大な藻場が発達し、天然アラメの北限となっており、兵庫県レッド

リストのＣランクに指定されている。 

海産の大型底生植物の群落である藻場は、多様な魚介類の種場あるいは餌場として

漁業者から大切にされており、沿岸の水質浄化にも役立ち、魚介類など各種の水産生
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物の生息の場として成立している。 

また、竹野海岸、円山川河口周辺は平成 25 年３月に生物多様性の観点から重要度の

高い海域として環境省に選定されている。 

出典：「兵庫県の貴重な自然 兵庫県版レッドデータブック 2020（植物・植物群落）」（兵庫県） 

「第 2 回自然環境保全基礎調査」（環境庁他） 

「兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト 2017（哺乳類・爬虫類・両生類・魚類・クモ類）」（兵庫県） 

「兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト 2025（鳥類）」（兵庫県） 

「兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト 2011（地形・地質・自然景観・生態系）」（兵庫県）  

「山陰海岸国立公園指定書」（環境省・R6.3） 

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地〔重要湿地〕」（環境省自然環境局自然環境計画課・H28.4） 

「日本の干潟，藻場，サンゴ礁の現況」（環境庁他・H6.3） 

「改訂・兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドデータブック 2003」（兵庫県） 

 

 

（５）海岸景観 

優れた景観資源としての砂浜は、竹野浜海岸や浜坂県民サンビーチがある。竹野浜

海岸は「日本の渚・百選」（｢日本の渚･百選｣中央委員会）に選定されるとともに、竹

野浜海水浴場が「快水浴場百選」（快水浴場検討会）に選定されている。また、浜坂県

民サンビーチが「日本の白砂青松 100 選」（(社)日本の松の緑を守る会）に選定される

など、但馬はもとより日本の貴重な景観資源となっている。 

貴重な地形や景観資源としては、日和山海岸、猫崎半島・竹野海岸、香住海岸、そ

して但馬御火浦
た じ ま み ほ の う ら

などにおける海食崖、洞門、岩礁などの海食地形である。特に、香住

海岸の「鎧 袖
よろいのそで

」や香住から浜坂にかけての「但馬御火浦」は国の天然記念物や名勝

に指定されており、日本海における力強い造形美が楽しめるところである。 

但馬沿岸を含む京都府京丹後市の東端から鳥取県鳥取市の西端までの区間は、山陰

海岸ジオパークとして、平成 22 年 10 月に世界ジオパークネットワークに加盟認定さ

れ、平成 31 年には４年間の加盟再認定、令和４年に条件付き再認定、令和６年に加盟

再認定が行われている。 

出典：「兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト 2011（地形・地質・自然景観・生態系）」（兵庫県）  

「国指定文化財一覧」（兵庫県教育委員会） 

「日本の渚・百選」（｢日本の渚･百選｣中央委員会） 

「日本の白砂青松 100 選」（(社)日本の松の緑を守る会） 

「快水浴場百選」（快水浴場検討会） 

 

（６）山陰海岸国立公園 

但馬沿岸では、その全域と円山川河口から玄武洞に至る河畔までが山陰海岸国立公

園区域となっている。 

このうち、特に海岸景観の保護を図るとともに、視対象の眺望の確保に努める必要
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がある区域として、特別保護地区、第一種特別地域がある。 

また、海域公園地区は豊岡海域公園地区、竹野海域公園地区、浜坂海域公園地区第

１号、同第２号、山陰海岸東部海域公園地区、及び山陰海岸中部海域公園地区が指定

されている。 

出典：「山陰海岸国立公園 公園計画書」（環境省・R6.3） 
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１－３．社会的特性 
 

（１）人 口 

但馬沿岸の１市２町の人口は、R２国勢調査報告によると、106,871 人である。平成

22 年（121,292 人）と比較すると 10 年間で約 14,000 人減少している。 

また、高齢化（人口に対する 65 歳以上の老齢人口）の進行は著しく、１市２町の令

和２年２月１日現在の高齢化率は 34.3～41.5％と、県平均高齢化率の 28.7％を上回っ

ている。 

出典：「令和２年国勢調査人口等基本集計結果」（総務省統計局公表・R３･H22） 

「高齢者保健福祉関係資料（高齢化率）」（兵庫県健康福祉部総務課） 

 

 

（２）産 業 

１市２町の就業人口は 53,633 人であり、産業別には、第一次産業が 7.1％、第二次

産業が 26.2％、第三次産業が 65.3％という構成になっている。豊岡市は第一次産業が

5.6％、第二次産業が 26.6％、第三次産業が 66.6％、香美町は第一次産業が 10.6％、

第二次産業が 26.7％、第三次産業が 61.3％、新温泉町は第一次産業が 12.1％、第二

次産業が 23.1％、第三次産業が 62.4％となっている。豊岡市は他の２町と比べて第一

次産業の割合が低い。 

出典：「兵庫県統計書令和５年(2023)」（兵庫県） 

「令和２年国勢調査報告」（総務省統計局・R３） 

 

 

（３）漁 業 

但馬沿岸には 15 漁港と３港湾があり、主な入港船舶は漁船となっている。また、柴

山港については小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とする避難港に指定

されている。 

また、但馬沿岸には「作り育てる漁業」の拠点となる但馬栽培漁業センター（香美

町）が設置されている。 

但馬沿岸の漁業経営体数は、平成 30 年に比べて 28 経営体減少し、290 経営体（内、

個人経営は 248 経営体）となっている。漁業就業者は 513 人と減少傾向にあり、高齢

化が進んでいるとともに（60 歳以上が全体の約 42.3％を占める）、後継者不足にも悩

まされている。 

漁業種別漁獲量は、「沖合底びき網」が約８割を占め、次いで「その他の漁業」、「沿

岸いか釣」、「その他の釣」が続いている。魚種別漁獲量は、「その他いか類」が約４割

を占め、次いで「べにずわいがに」、「その他のえび類」、「かれい類」、「はたはた」と

なっている。 
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出典：「2023 漁業センサス」（農林水産省） 

「兵庫県統計書令和５年（2023）」（兵庫県） 

 

 

（４）交 通 

①道 路 

但馬沿岸の幹線道路は、東西方向の国道９号、178 号、482 号、南北方向の国道 312

号や主要地方道で構成されている。高規格道路は、南北方向では播但連絡道路が平成

12 年５月に全面開通している。北近畿豊岡自動車道は春日和田山道路が平成 18 年 7

月、和田山八鹿道路が平成 24 年 11 月、八鹿日高道路が平成 29 年３月、日高豊岡南道

路が令和２年 11 月、豊岡道路が令和 6 年 9 月に開通し、豊岡道路（Ⅱ期）が現在、事

業中である。また、東西方向の山陰近畿自動車道（鳥取豊岡宮津自動車道）は、香住

道路が平成 17 年３月、東浜居組道路が平成 20 年 11 月、余部道路が平成 22 年 12 月、

浜坂道路が平成 29 年 11 月に開通しており、平成 30 年度からは浜坂道路Ⅱ期、令和３

年度からは竹野道路、令和５年度からは城崎道路の事業を実施している。 

出典：「地域計画～但馬地域版～」（兵庫県・H26.8） 

「一般国道 178 号 浜坂道路パンフレット」（兵庫県） 

「平成 30 年度事業概要」（国土交通省近畿地方整備局豊岡河川国道事務所・H30.4） 

 

②鉄 道 

但馬沿岸には、京都から鳥取に通じるＪＲ山陰本線、姫路・和田山間を結ぶ播但線、

西舞鶴と豊岡を結ぶ北近畿タンゴ鉄道宮津線の３路線がある。しかし、いずれも単線

であり、また山陰本線城崎駅以西が電化されておらず、複線化や電化が求められてい

る。余部鉄橋は、平成 22 年８月にコンクリート橋の余部橋梁に架替が行われている。 

出典：「地域計画～但馬地域版～」（兵庫県・H26.8） 

 

③航 空 

平成６年５月 18 日に開港したコウノトリ但馬空港は、大阪国際空港（伊丹空港）と

の間に朝夕２往復の定期便が就航中であり、約 40 分で結んでいる。 

 

（５）歴史・文化 

但馬沿岸の歴史・文化資源では、神社仏閣として円山応挙の襖絵がある大乗寺（応

挙寺・香美町）、お菓子の神様である中嶋神社（豊岡市）、麒麟獅子舞の宇都野神社（新

温泉町）、北前船の遺産を多く残し、浜の天神さんとして親しまれている鷹野神社（豊

岡市）などがある。また、国指定重要無形民俗文化財の但馬久谷の菖蒲綱引き（新温

泉町）、因幡・但馬の麒麟獅子舞（兵庫県）、県指定無形文化財の久谷ざんざか踊（新

温泉町）をはじめ、中嶋神社菓子まつり（豊岡市）、三川権現大祭や三番叟
さ ん ば そ う

（香美町）、
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川下祭り（新温泉町）といった伝統行事が数多く残されている。 

さらに、毎年２月下旬～12 月の間に多数のイベントが開催されており、伝統的祭り

から市民まつりやスポーツイベントまで様々である。１市２町で開催される「行祭事・

イベント」への参加者（観光入込客）は約 38 万人であり、市町別では豊岡市が約 20

万人の入込数で最も多くなっている。 

出典：「国指定文化財一覧」（兵庫県教育委員会） 

「県指定文化財一覧」（兵庫県教育委員会） 

「令和５年度 兵庫県観光客動態調査報告書」（兵庫県） 

 

 

（６）海洋性レクリエーション利用 

但馬沿岸は豊かな自然環境に恵まれており、一帯は山陰海岸国立公園に指定されて

いるなかで、主なレクリエーション地としては各地の海水浴場を中心に温泉地などが

ある。但馬沿岸への自然、スポーツ・レクリエーション目的の観光入込客数は、令和

５年度で約 173 万人であり、市町別では豊岡市の約 65 万人が最も多い。 

過去５年間の観光入込客数は、130～200 万人で、新型コロナウイルス感染症による

人流抑制の影響があった令和元年度～２年度では大幅に減少したものの、「ひょうごを

旅しようキャンペーン」や、「兵庫デスティネーションキャンペーン」等の多彩な取組

の影響もあり、令和２年度～４年度にかけては増加傾向である。主な観光地別にみる

と、竹野浜（豊岡市）は約 13 万人となっている。なお、余部橋梁、余部鉄橋「空の駅」

（香美町）は約 26 万人、隣接する城崎温泉（豊岡市）には約 78 万人、近接する湯村

温泉（新温泉町）では約 32 万人の観光客が訪れている。 

出典：「令和元年度～５年度 兵庫県観光客動態調査報告書」（兵庫県） 
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（７）関連計画 

関連計画として、国土交通省などの国の機関及び兵庫県、各市町の総合計画や地域

づくり、防護、環境に係る計画を整理し、表Ⅰ-1-2 に示す。 

 

表Ⅰ-1-2 主な関連計画 

区 分 分類 計画名称 

国の計画 

総合 

計画 

・ 

地域 

づくり 

・国土形成計画（全国計画）（令和５年７月 国土交通省） 

・関西広域地方計画（平成28年３月 国土交通省） 

防護 

 

・国土強靭化基本計画（令和５年７月内閣官房） 

・第５次社会資本整備重点計画（令和３年５月 国土交通省） 

・インフラ長寿命化基本計画 

（平成25年11月 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議） 

・国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（第二期） 

（令和６年４月改訂 国土交通省） 

・インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和３年３月改定 農林水産省） 

環境 

 

・水産基本計画（令和４年３月 水産庁） 

 

県・市町

の計画 

総合 

計画 

・ 

地域 

づくり 

 

・兵庫県国土利用計画（第五次）（平成29年３月 兵庫県） 

・ひょうごビジョン2050（2022年3月） 

・第３期 兵庫県地域創生戦略 2025-2029（令和７年３月策定 兵庫県） 

・ひょうごインフラ整備プログラム（令和6年4月） 

・豊岡市基本構想（平成29年９月 豊岡市） 

・第２次香美町総合計画 後期基本計画（令和３年３月 香美町） 

・第２次新温泉町総合計画（実施計画）（令和６年２月 新温泉町） 

 

防護 

 

・兵庫県地域防災計画（令和６年 兵庫県） 

・兵庫県強靱化計画（令和２年３月 兵庫県） 

・ひょうごインフラ・メンテナンス10箇年計画～令和６年度～15年度～ 

（令和６年４月 兵庫県） 

・日本海津波防災インフラ整備計画（平成31年３月 兵庫県） 

・兵庫県高潮対策10箇年計画（令和２年６月 兵庫県） 

・豊岡市地域防災計画（令和６年４月一部修正 豊岡市防災会議） 

・香美町地域防災計画（令和７年２月修正 香美町防災会議） 

・新温泉町地域防災計画（令和７年２月修正 新温泉町防災会議） 

・新温泉町水防計画（令和６年２月修正 新温泉町） 

 

環境 

 

・第６次兵庫県環境基本計画（令和７年３月 兵庫県） 

・ひょうご農林水産ビジョン2030（令和３年３月 兵庫県） 

・兵庫県日本海沿岸海岸漂着物対策推進地域計画（令和２年３月改定 兵庫

県） 
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（８）海岸災害と防災 

①既往災害の実態 

ａ）一般災害 

但馬沿岸は急傾斜の山林を背後に控え、平坦地が少なく、豊岡盆地の低地に広が

る市街地や沿岸部に集落が集中するなかで、台風・強風・豪雪・高潮など、様々な

災害との戦いの歴史を歩んでいる。昭和 34 年の伊勢湾台風、同 36 年の第２室戸台

風、同 51 年の台風 17 号、平成２年の台風 19 号、平成 16 年の台風 19 号などによる

河川の増水・氾濫は各地で被害をもたらし、海岸線は冬季風浪、台風による波浪に

より被害を受けてきた。近年では令和５年の台風７号による集中豪雨で、但馬北部

を中心に被害が発生した。冬季風浪では、昭和 46 年の柴山港をはじめ、52 年の津

居山港、52～53 年の竹野港において被害を受けている。また、低気圧などによる高

潮により、円山川河口部などでたびたび道路冠水などの被害が発生している。 

 

ｂ）地震災害 

沿岸域の近くで大きな被害を与えた地震として、大正 14 年の北但馬地震以降、

北丹後地震、鳥取地震、兵庫県南部地震の４回を経験している。これらはいずれも

内陸部地震であり、過去の地震発生状況から、沿岸域に被害をもたらす可能性が高

い地震は、日本海沿岸で発生する内陸部地震といえる。 

津波による被害としては、昭和 58 年の日本海中部地震や平成５年の北海道南西

沖地震により、竹野港をはじめ各港で船舶の転覆などの被害を受けている。なお、

海岸保全施設への被害や浸水などの被害は受けていない。 

 

ｃ）地域の防災体制 

地域の防災体制としては、但馬沿岸の１市２町において、地域防災計画が策定さ

れており、防災活動体制の整備や広域防災体制の整備、防災知識の普及、災害ボラ

ンティア組織・育成計画などに取り組んでいる。また、令和６年の能登半島地震に

伴う県北部への津波警報を受けて、津波の危険性を分かりやすく伝えるため、１市

２町の関連情報をまとめた特設コーナーを県民局ホームページに設けている。 

 

②海岸事業の変遷 

但馬沿岸では、日本海特有の冬季風浪や度重なる台風などによる海岸侵食が著しく、

背後集落にも越波による被害が生じていた。このため、背後集落や美しい景勝地など

を防護するために、昭和 32 年より海岸侵食対策事業に着手し、昭和 34 年の伊勢湾台

風を契機に本格的に護岸や離岸堤などの整備を開始した。 

近年では、波浪の減衰効果や侵食防止効果の高い潜堤（人工リーフ）や離岸堤など

の沖合施設と、護岸や緩傾斜護岸、養浜などの施設を組み合わせた面的防護方式を採
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用することにより、安全性を高めた整備を行ってきた。現在も面的防護方式により、

親水性に配慮した施設や、国立公園としての景観などにも配慮した施設の整備を継続

している。 

このように現在では、近年の台風等を踏まえた高潮対策や防災面だけではなく海岸

の利用や自然環境にも配慮した海岸保全施設の整備が進められているところである。 

 

 

（９）美化活動 

兵庫県では日本海沿岸に漂着するゴミへの対策として、地域の特性をふまえた回

収・処理方法、発生抑制対策、関係者の役割分担などを定め、海岸漂着物対策の推進

を図っている。 

住民参加の環境美化活動の代表的なものとしては、平成２年から但馬全域で市町・

自治会・建設業界などの参画と協働による「クリーン但馬大作戦」（平成 18 年度から

は「クリーン但馬 10 万人大作戦」に名称変更）が実施されている。 

出典：「兵庫県日本海沿岸海岸漂着物対策推進地域計画」（兵庫県・R2.3） 
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１－４．但馬沿岸の長期的な在り方 
 

（１）但馬沿岸の長期的な課題 

但馬沿岸の自然的特性（第Ⅰ編１－２）や社会的特性（第Ⅰ編１－３）で整理した

内容をふまえて、海岸保全基本方針にあげられている「海岸の防護」「環境の整備と保

全」「公衆の適正な利用」の主に３つの視点から、但馬沿岸の長期的な課題について整

理を行った。 

 

①海岸の防護に係る課題 

但馬沿岸の海岸は、海岸線まで急斜面の山地が迫っているところが多く、その合間

に存在する低地に集落や主要道路などが集中しており、ポケットビーチなどの砂浜が

形成されている。また、日本海特有の激しい冬季風浪や度重なる台風の襲来を受ける

地域でもあり、高波浪による海岸侵食や越波などの災害を繰り返し被ってきた。この

ため、海岸保全施設の整備が進められてきたところであるが、保全機能が十分でない

地区が残っており、既設の海岸保全施設の老朽化も懸念されている。とりわけ、高度

経済成長期に集中的に整備した施設の多くは、今後一斉に老朽化していくことが予測

され、施設の補修・更新費用の増加や集中化が懸念されている。よって、背後地で生

活する人々の安全を確保するためには、機能不足施設の改良や老朽化施設の改良など、

より安全性の高い海岸保全施設による防災機能の向上とともに、計画的・効率的な老

朽化対策の推進が必要と考えられる。 

また、水門や陸閘などは、利用者の利便性に配慮する一方、高潮や津波の発生時に

防潮機能を確保するため、迅速かつ確実な閉鎖と併せて操作員の安全確保や閉鎖状況

の把握が求められる。  

なお、津波からの防護に関しては、設計津波や津波浸水想定の結果をふまえ、新た

な施設整備、既存施設の改良などハード対策の推進が必要と考えられる。 

 

海岸保全施設には背後地の保全といった防災面だけではなく、自然環境や景観の保

全、海水浴場などとしての利便性など多面的な配慮が求められている。優れた消波機

能をもつ砂浜や、松林などの海浜植生も含めた自然海岸の維持・保全対策が必要と考

えられる。侵食対策についても、汀線の保全や回復、土砂の供給源も含めた広域的な

土砂収支を把握したうえで、適切に対応する必要があると考えられる。 

 

但馬沿岸は立地条件的に高潮・津波などの災害時に孤立しやすい地区が多いと考え

られるので、海岸保全施設の整備だけではなく、背後地の急傾斜対策や緊急時の避難

経路や避難場所の確保、災害発生時の迅速・適切な情報の収集や発信、地域と協力し

た防災体制の整備、さらに土地利用の調整などのソフト面における対策などが必要で
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ある。このため、地域住民が中心となった協力体制の確立により、地域住民が一体と

なって海岸の管理に参加し、また行政と一体となって防災・減災対策に参加・協力で

きるシステムづくりなどが必要であると考えられる。 

 

②環境の整備と保全に係る課題 

但馬沿岸の海岸は山陰海岸国立公園に指定されており、優れた海岸景観を有する風

光明媚なところである。地殻変動と日本海の厳しい洗礼を受けて創造された美しい海

岸景観、その中で息づく豊かな樹林地や多種多様な生物相などの優れた生態系を有し

ている。特に、但馬沿岸の特徴的な植生分布である、南北植物の交流や海食崖のカシ

ワ林などの植生環境は重要である。しかし、里地において共生していたコウノトリが

絶滅の危機に瀕し、保護増殖が必要となったように、現在のままで放置することはで

きない。このため、多様な生態系を後世に残す貴重な財産として守り育てていく必要

があり、また、その重要性は極めて高いことから、これらをふまえた保全整備を検討

していく必要がある。 

また、沿岸域の環境を守るためには沿岸域での環境保全だけでなく、漁業の振興や

背後に控える森林の保全育成も必要不可欠と考えられるところである。このため、漁

業と林業の総合的・積極的な環境への取り組みを図るとともに、沿岸域での自然創出

の取り組みが求められる。これらに取り組むとともに砂浜などの持つ環境保全機能を

活用することにより、山陰海岸国立公園の美しい自然環境の保全保護をはじめとして、

沿岸域の環境保全や景観保全及び自然回復が可能であると考えられる。 

 

竹野浜では海水浴場の環境整備、猫崎半島では半島探訪、博物展示施設の整備、今

子浦では探勝歩道、展望休憩施設、博物展示施設、運動場の整備など様々な計画があ

り、自然環境との関係を配慮しつつ、計画を進めることが必要である。このほか、美

しい海岸景観や日本海の夕景や漁り火といった季節の風物詩となる風景を活かすため、

自然環境に配慮しつつ展望地の確保など、人と海とのふれあいを確保するための施設

についても考慮する必要がある。 

 

沿岸域の背後地では、徐々に開発が進んでおり、特に各市町の中心部では都市化に

向けた整備が進められているところである。このため、海の環境保全に向けた体験交

流、沿岸施設（港湾、漁港、道路、砂浜など）における自然景観の回復を目指した景

観対策・環境対策、内陸部からの汚染流入対策など、海・川・山との連携強化を図り

ながら環境保全を目指すことが必要である。また、沿岸域では海浜への車の乗り入れ

や貴重種など生態系の生息地内への立ち入り、タンカーによる油流出といった突発的

な事故などによる環境影響への対応など、様々な環境問題に対する適切な対応が求め

られているところである。 
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これらをふまえ、地域住民の参加・協力による海岸環境の保全・保護活動の継続・

活性化を進めるとともに、施設利用のルールづくりによる規制及び周知徹底化を図る

など、地域住民が一体となって管理に参加できるシステムづくりを行い、ソフト面で

の対策の強化も積極的に推進する必要がある。 

出典：「山陰海岸国立公園 公園計画書」（環境省・R6.3） 

 

③公衆の適正な利用に係る課題 

沿岸域は、古来より地域社会において行・祭事の場として利用されており、地域の

神社仏閣との関わりの中での文化形成において重要な役割を果たしてきたところであ

る。但馬沿岸には、絹巻神社と暖地性原生林（豊岡市）、円山応挙と大乗寺（香美町）、

浜坂文学の散歩道（新温泉町）といったような歴史的・文化的資源と自然の保存が行

われ、県指定無形文化財の麒麟獅子舞や久谷ざんざか踊（新温泉町）、といった歴史的

な祭事も数多く残されている。これらは沿岸域にとっての貴重な歴史・文化資源であ

り、今後も守り育てていくことが必要である。 

 

沿岸域の海水浴場を中心として、ゴミの放置問題、港や河川などにおける放置艇の

問題や、水上オートバイの海浜利用による海水浴客との事故やトラブル発生の危険性

などの問題については、現在も地域住民をはじめとするボランティア活動や、注意を

促す看板の設置などにより対処しているが、さらなる適切な対応が求められていると

ころである。また、日本海沿岸海岸の特徴である複雑に入り組んだ海岸線には、海岸

漂着物が漂着し易く、また、冬季に海岸に吹き寄せる北西の季節風により、外国から

の漂着物が散見されるなど、毎年多くのゴミが海岸に漂着し、景観、自然環境、観光

などへの影響が懸念されている。 

こうした状況をふまえ、現在の地域住民などによる美化活動の継続・活性化を進め

るとともに、沿岸域施設の利用者や観光客へのマナー啓発を含めたソフト面での対策

について、地域住民の参加・協力によるシステムづくりや、住民主体の活動体制の確

立により、さらなる保全対策の強化を図る必要がある。 

 

沿岸域の大半が自然海岸となっている但馬沿岸は、自然海岸の中に利用空間が創出

されている状況であり、自然海岸と利用主体の海岸がある程度の距離を持って繰り返

すという特徴がある。現在の自然海岸を利用主体の海岸に変えることは基本的に望ま

しくなく、また、断崖絶壁など利用にそぐわない地形のところも多い。よって、保全

施設整備計画の検討においては、現在利用が主体となっている海岸では防災面及び利

用面からの安全性やアクセス性、利便性・快適性を高め、背後地の開発整備に対する

適切な指導（自然環境、景観への配慮）など、地域住民にとっても安全で快適な海岸
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環境となるようにレベルアップを図ることが必要であると考えられる。 

 

沿岸域の産業活動では、漁業において高齢化や後継者の不足、漁獲量の変動や燃油・

資材の高騰などによる不安定な生活などから、漁場環境の保全と併せて水産資源を守

り育てる資源管理型漁業の推進を図るとともに、地元水産物の付加価値向上や販路拡

大による、漁業におけるポテンシャルアップとともに、水産加工業や観光業との連携

強化による活性化対策など、新しい産業展開が必要であると考えられる。 

 

現在の海と観光の関係では、夏の海水浴と冬のカニ料理というように２つの季節に

特化している。また、各市町では観光面の強化に向けた様々なイベントの展開を図っ

ているが、一年を通じて安定した集客を図るための展開が求められているところであ

る。このため、夏以外での砂浜の利用促進、地域活性化に向けた取組を推進するとと

もに、ユニバーサルデザイン化への展開となる海辺へのアクセスの確保、社会的弱者

（高齢者、障がい者、子供）への配慮、海水浴場の美化や利便性の向上、海浜利用の

適切な誘導、マナーの向上に向けた啓発活動、背後地の適切な開発誘導などを図るた

め、地域住民が主体となった保全活動の体制を確立し、ソフト面を含めた幅広い対策・

改善などを積極的に進めていくことが必要であると考えられる。 

出典：「山陰海岸国立公園 公園計画書」（環境省・R6.3） 

 

④その他の課題 

但馬沿岸は、古来より海運及び漁業で賑わった地である。現在は海運から陸運へと

変化し、漁業や観光といった産業を中心として賑わう地となっている。今後の沿岸域

は、さらなる活性化に向けて、海と陸との一体化による新たな展開が必要となってお

り、事業中である山陰近畿自動車道（鳥取豊岡宮津自動車道）や北近畿豊岡自動車道

の活用による陸運強化により、東西（京都・鳥取方面）及び南北（大阪・神戸方面）

のネットワークの強化が必要である。 

沿岸域は、現在観光シーズンに渋滞が発生するなど、交通アクセスの面で不利な状

況にあり、上記のような広域幹線道路の早期整備が期待されているところである。こ

のため、今後のアクセス条件の改善による、さらなる来訪者の増加と地域交流の活性

化に向けて、但馬沿岸のみならず、県下全域さらには近畿・中国との強い連携を持つ

空間としてとらえ、但馬空港との近接性も活かした広域交流についても考えていく必

要がある。 

 

自然海岸と利用主体の海岸のすみわけが比較的明確であることから、これを基本と

しながら、海洋資源などの保全と活用（利用）を明確に区分することが考えられる。

このため、日本海独特の海岸美と特産品を活かしつつ、隣接府県と一体となった魅力
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づくり、相互活性化に向けての取り組みを行っていくことが必要と考えられる。 

 

現在は海・川ともに良好な水質を保っているが、沿岸各地における放置ゴミや漂着

ゴミの問題、背後地における開発整備や従来の生活特性からの変化などに伴い、内陸

部における汚染が河川を通じて海に影響を与えることが懸念されている。今後、環境

面での問題が沿岸域、さらには内陸へと広がることも予想されることから、地域住民

の参加・協力を中心に１市２町が一体となって、沿岸域とともに背後地との連携を考

慮した美しい沿岸域づくりに、継続的に取り組んでいく必要があると考えられる。 

 

⑤ 新たな課題 

 気候変動の影響による平均海面水位の上昇は既に顕在化しつつあり、今後、さらなる

平均海面水位の上昇や台風の強大化等による沿岸地域への影響が懸念されている。 

 そのため、将来想定される気候変動への影響を考慮した新たな海岸保全へ転換してい

く必要があり、ハード・ソフト対策を組み合わせた気候変動への適応策を進める必要が

ある。 
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（２）但馬沿岸の保全に関する基本理念 

但馬沿岸における海岸保全の方向性を示す、沿岸域への対応及びその保全について

の「基本理念」を設定する。 

但馬沿岸の保全に関する基本理念及びテーマは、「第Ⅰ編１－４（１）但馬沿岸の長

期的な課題」(P13～)などをふまえて設定した。また、四季折々の自然と調和した海岸

づくりを念頭に、四季のテーマも設定した。 

 

＜基本理念＞ 

但馬沿岸には、 古
いにしえ

より北から南から訪れ息づいた貴重な植生をはじめ、猫崎の

オヤマグリなどの岩礁や平井の鼻や矢城ヶ鼻といった特徴的な海岸がある。 

また、天然記念物の 鎧 袖
よろいのそで

や但馬御火浦
た じ ま み ほ の う ら

に代表される海食崖
かいしょくがい

や洞門・洞窟と、ス

ダジイやカシワなどの植物群落、ユウスゲやワカサハマギクなどの岩崖
がんがい

植生、ハマ

ナスやハマヒルガオなどの海浜植物の緑が織りなす海岸美、そして小さな砂浜（ポ

ケットビーチ）や河口域・汽水域など、これらが繰り返し出現する様は海辺のミュ

ージアムのようであり、ここに但馬特有の原風景が息づいている。 

これらは四季折々に美しい海岸景観を形成するとともに、様々な生態系に豊かな

生息環境を与えており、自然あふれる環境が存在している。 

このような優れた自然環境は、天然の防災施設として機能し、本沿岸域の海岸保

全においても重要な役割を果たしており、地域住民の生活環境として、また、漁場

環境や海洋性レクリエーションの資源としても貴重であり、21 世紀に向けて継承し

ていくべき財産である。 

これらの豊かで多様な自然環境と、但馬特有の原風景を守り伝え、人と船と海の

歴史や文化を継承し未来に活かしていくとともに、安全で豊かな暮らしを実感で

き、四季の自然を大切にした 21 世紀の交流空間づくりを図っていくことが重要で

ある。 

したがって、但馬沿岸域の海岸保全の基本的な方向は、現在の自然環境を維持し

ながら、古代より各地から絶えず集まり交わる人と船と文化により育まれた故郷を

守り、さらに大きく育てる 21 世紀の海岸づくりを目指すものである。 

 

＜テーマ＞ 

日本海の厳しい自然が育んだ、海食崖
かいしょくがい

に洞門・洞窟、ポケットビーチに鼻とグリ 

大陸や南北より伝わり残る岩崖
がんがい

植物や海浜植物が織りなす四季の彩り 

古
いにしえ

より伝わる津々浦々の歴史と文化と人の営み 

守り活かし伝えよう ふるさと但馬は海辺のミュージアム 
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＜四季のテーマ＞ 

 

現在の自然環境や利用資源の保護・維持に配慮しながら、適切な沿岸域の防護

を図ることを基本とする。 

また、春夏秋冬、四つの顔を持つ但馬沿岸は、その絶景なる海岸美と豊かな自

然美に抱かれながら安らかな生活が営まれ、また遠来より大勢の人々が集い楽し

むことができる沿岸域づくりを行う。 

 

（春のテーマ） 

海辺を彩るハマエンドウやハマヒルガオなどをはじめ、沿道のサクラ並木など

華やかな植生が織りなす海岸美につつまれた、心地よい海辺で自然の息吹を楽

しめる海岸づくり 

 

（夏のテーマ） 

ハマナスやユウスゲで彩られた海辺、海水浴を楽しむ人々の明るい声が弾み、

人と人・人と自然がふれあい、自然を満喫できる海辺で交流を楽しめる海岸づ

くり 

 

（秋のテーマ） 

海辺に彩りを添えるワカサハマギクやハマベノギクが咲き、紅葉の鮮やかな自

然美と漁り火が織りなす浪漫の香りが漂う海辺、日々刻々と変化する風景に彩

られた海岸景観を楽しめる海岸づくり 

 

（冬のテーマ） 

雪化粧で美しい海辺とまちなみを楽しみ、温泉と日本海の幸を味わいながら海

文化と食文化に触れて心を癒す、自然の恵みで身も心も温まる交流を楽しめる

海岸づくり 
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（３）但馬沿岸の保全に関する基本方針 

「前項１－４（２）但馬沿岸の保全に関する基本理念」(P18)の基本理念及びテーマ

をうけ、保全に関する基本方針を以下のように設定する。 

 

＜基本方針＞ 

 

■ 但馬特有の豊かで多様な自然環境と風景の保全と創出を図る 

・豊かで多様な緑あふれる海辺の自然環境及び但馬特有の水と緑が織りなす海

岸風景を保全しつつ、藻場や海岸林、磯場・岩場、砂浜の維持・回復など、

生物生息環境の保全と創出を進める 

 

■ 貴重な自然や歴史・文化を活かし継承する海辺環境を創出する 

・貴重な自然とともに歴史・文化資源の保全と創出、優れた地域景観の形成、

ならびに水辺と人とのふれあいの場づくりを進め、アメニティ性豊かな海辺

環境を創出する 

 

■ 安全で快適な海岸づくりを進める 

・日本海特有の激しい気象条件の中で、古来より続けてきた沿岸域での生活を

災害から守り、将来に継続していくため、人と生きものが安心して快適に生

活できる海岸づくりを推進する 

 

■ 海辺の暮らしを楽しめる海辺空間を創出する 

・日本海の自然と恵みを大切にしつつ、海辺の生活環境・漁業環境の保全と改

善を進めるとともに、人と自然、人と生きものがいきいきと暮らせる心地よ

い海辺空間を創出する 

 

■ 海と川の交流ネットワークを形成し多様な親水空間を創出する 

・沿岸域の住民や港湾・漁港、観光施設などで働く人々、来訪者の交流・情報

交換の場として、また、沿岸域の住民による美しい海辺の創出を目指した里

海・里浜づくりなど、多様な水辺ニーズに応える親水空間を創出する 
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２．海岸の防護に関する事項 

海岸保全基本方針に基づき、防護すべき地域、防護水準などの、海岸の防護の目標及

びこれを達成するために実施しようとする施策の内容を定める。 

 

但馬沿岸は日本海側の厳しい気候のなかで、古来より自然とともに育まれた海域と陸

域からなり、自然環境及び社会環境の急激な変化や海岸災害の発生、様々な利用面での

競合、砂浜減少による利便性の低下など、様々な問題が生じている。このため、これら

の諸問題を解決するとともに、県民生活の健全な発展と国土の有効な利用を推進するた

め、安全な海岸づくりを進める必要がある。 

 

 

２－１．海岸の防護の目標 
（１）防護すべき地域 

本計画における防護すべき地域とは、海岸保全施設が整備・改良されない場合に、

海岸背後の家屋や土地に対して被害の発生が想定される地域とし、高潮・津波に対し

ては防護水準として設定した潮位、波浪及び津波が発生した場合の浸水区域、侵食に

対しては現在と同じ速度で50年間侵食が進むと想定した場合の影響範囲とする。 

 

（２）防護水準 

気候変動に関する現時点の最新の知見を基に、気候変動シナリオとして２℃上昇シ

ナリオを前提に、2100年時点を想定年次として、防護水準（潮位・波浪・津波）を設

定する。 

防護水準は、対象海岸の背後状況や地域ニーズに応じて海岸管理者が適切に設定す

ることとし、地域住民と一体となったソフト面での対策などを図ることにより、総合

的な防護を図るものとする。 

なお、気候変動の発現状況や最新の予測結果に応じて、適宜、防護水準の見直しを

図るものとする。 

 

 ●高潮に対する防護水準 

高潮や越波などによる浸水被害からの防護については、気候変動の影響を考慮し、

台風期朔望平均満潮位（H.W.L）に、過去の記録上最大級の台風がもっとも危険なコー

スを通過したとして計算した計画偏差を加えた設計高潮位に、適切に推算した波浪の

影響を背後地の重要度等に応じて加えて、これらに対して防護することを目標とする。 

 

 ●侵食に対する防護水準 

侵食の進行している海岸では現状の汀線を保全・維持することを基本的な目標とす
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るが、侵食が著しく背後地に被害が生じる可能性が高い場合や、砂浜による消波機能

を考慮した面的防護を必要とする場合には、必要に応じて汀線の回復を図ることを目

標とする。 

気候変動の影響に伴う侵食については、砂浜の地形変化に影響する外力の気候変動

影響の定量的な評価が現時点で難しい一方、海岸侵食は海面上昇の影響等を受けるこ

とがほぼ確実であることから、上流域から海岸への人為的な土砂供給も含めた総合土

砂管理の下、モニタリングと気候変動の影響予測を組み合わせて順応的に対応してい

くものとする。 

 

 ●津波に対する防護水準 

津波からの防護については、日本海で発生する地震による津波を対象として発生頻

度をふまえた二つのレベルの津波を想定し、これらに対する防護目標を設定する。 

【レベル１津波】 

数十年から百数十年に一度程度の比較的発生頻度の高い津波に対しては、原則とし

て津波の越流を防ぐ。 

【レベル２津波】 

発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

に対しては、津波の越流を一部許容するが、防潮堤の嵩上げ等により、浸水被害を軽

減する。 
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表Ⅰ-2-1 防護水準 

30年確率波 50年確率波

豊岡東
津居山
豊岡西

㊷
Hq0=10.6m

Tq0=14.5s

Hq0=11.7m

Tq0=15.5s

竹野東 ㊸
Hq0=10.6m

Tq0=14.5s

Hq0=11.5m

Tq0=15.4s

竹野浜
竹野西

㊹
Hq0=10.8m

Tq0=14.6s

Hq0=11.6m

Tq0=15.4s

香住東 ㊺
Hq0=10.8m

Tq0=14.6s

Hq0=11.6m

Tq0=15.4s

安木浜
佐津西
柴山

㊻
Hq0=10.8m

Tq0=14.6s

Hq0=11.6m

Tq0=15.4s

大引鼻
香住浜

㊼
Hq0=10.3m

Tq0=14.2s

Hq0=11.1m

Tq0=14.9s

鎧東
余部

㊽
Hq0=10.9m

Tq0=14.7s

Hq0=11.7m

Tq0=15.5s

伊笹岬

浜坂東

田井ノ浜
浜坂中央

Hq0=10.7m

Tq0=14.5s

Hq0=11.5m

Tq0=15.3s

諸寄
Hq0=10.7m

Tq0=14.5s

Hq0=11.5m

Tq0=15.3s

浜坂西
Hq0=10.8m

Tq0=14.6s

Hq0=11.6m

Tq0=15.4s

潮位
(設計高潮位)

T.P.+1.8m

防護水準

高潮

波浪

Hq0(波高)

Tq0(周期)推算地点

侵食

㊾
Hq0=10.7m

Tq0=14.5s

Hq0=11.6m

Tq0=15.4s

現状の汀
線維持も
しくは必
要に応じ
た汀線の
回復

豊岡市

香美町

新温泉町

市町村 地区名

○51  

○51  

○52  
  

 

 

 

 

N

5,000m

田結漁港

津居山港

田久日漁港

宇日漁港

竹野港

切浜漁港

須井漁港

相谷漁港
柴山港

香住漁港

鎧漁港

余部漁港

御崎漁港

三尾漁港

浜坂漁港
諸寄漁港

釜屋漁港居組漁港

52 51

49

48

47

46 45 44 43

42

 

図Ⅰ-2-1  沖波推算地点位置図（但馬沿岸） 

 

※2100 年時点で 2℃上昇した場合を想定。 
※Hq0：準沖波：内湾において海底地形等の影響を考慮して設定した沖波 
※沖波推算地点は代表地点としているため、複数地点から、検討する対象施設に対して適

切な沖波を選定すること。（沖波換算地点は図Ⅰ-2-1 のとおり） 
※波高及び周期は代表地点における最大値を記載。 
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表Ⅰ-2-2 津波に関する防護水準 

区 分 地域海岸名 対象地震 津波水位※ 

豊岡市 

但馬地域海岸５ 日本海中部地震 T.P.+1.8～3.5m 

但馬地域海岸４ 日本海中部地震 T.P.+2.4～4.6m 

香美町 

但馬地域海岸３ 日本海中部地震 T.P.+1.8～2.7m 

但馬地域海岸２ 日本海中部地震 T.P.+2.1～3.1m 

但馬地域海岸１ 日本海中部地震 T.P.+2.1～3.0m 

新温泉町 

※地域海岸毎での最大値及び最小値を記載。 

※2100年時点で2℃上昇した場合を想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-2-2 地域海岸の設定状況  

但馬地域海岸 1 
但馬 
地域海岸 2 但馬地域海岸 4 

但馬 
地域海岸 3 

但馬 
地域海岸 5 
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２－２．防護の目標を達成するための施策 
 

＜地域を守る安全な海岸の整備＞ 

但馬沿岸は、海岸線まで急斜面の山地が迫っているところが多く、その合間に存

在する低地に集落や主要道路などが集中しており、ポケットビーチなどの砂浜が形

成されているところも多い。 

日本海特有の激しい冬季風浪や度重なる台風の襲来を受ける地域でもあり、高波

浪による海岸侵食や越波などの災害対策として海岸保全施設の整備が進められてき

たが、保全機能が十分でない地区が残っている。 

また、既設の海岸保全施設の老朽化も懸念されているほか、海岸保全施設の整備

に際しては、背後地の保全といった防災面だけではなく、山陰海岸国立公園の豊か

な自然環境や景観の保全、海水浴場などとしての利便性など多面的な配慮も強く求

められている。 

このため沿岸域で人々の安全な生活や自然環境などを守るために、施設機能の適

切な保持を図るための維持補修、また、機能低下施設や老朽化施設の改良など、防

災機能の向上に努める必要がある。 

施設の整備を進めるにあたっては、防護するだけでなく、景観や利便性にも配慮

した潜堤や砂浜の復元、階段護岸の整備といった海岸へのアクセス性の向上にも配

慮し、これらが一体となって海岸を守る面的防護方式の採用も検討する。また、優

れた消波機能を持つ砂浜や、松林などの海浜植生も含めた自然海岸の保全・維持対

策にも取り組み、より高質で安全な海岸の整備に努めていく。 

侵食対策については、土砂の供給源も含めた広域的な土砂収支の把握に努めつつ、

砂浜の維持・復元を図っていくものとする。なお、気候変動に伴う砂浜の変動等に

関するモニタリングを実施し、予測を重視した順応的砂浜管理に努めていく。 

また、発生頻度をふまえた二つのレベルの津波に対し、想定される被害の特性に

応じた対策を講じることとする。まず、レベル１津波に対しては、津波の越流を防

ぐことを基本として、防潮堤の整備・補強に加え、陸閘等を迅速かつ確実に閉鎖す

るための電動化等を進める。さらに、レベル２津波に対しては、津波が越流した場

合でも浸水被害を軽減できるよう、防潮堤の嵩上げ等を実施する。また防波堤の改

良等を併せて行うことにより被害の軽減を図る。 

高潮に対しては、激甚化する台風等を考慮した必要高の見直しや計画的・重点的

な高潮対策を実施することとする。 

海岸の防護にあたっては、気候変動を踏まえた必要高を設定するが、確信度の高

い予測結果をもとに、ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討す

る。また、気候変動に関するモニタリング結果や、気候変動に係る新たな知見、最

新の予測結果を用いて、適宜、対応策を検討していくものとする。 
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水門や陸閘については、適正な維持・補修に加え、高潮・津波などの災害時に安

全迅速な対応ができるよう、操作員の訓練実施など運用面の充実を図る。 

高度経済成長期に整備した施設の老朽化が急速に進むことが懸念されるなか、

高潮や津波などに対し、海岸保全施設がその防護効果を発揮するには、施設の健

全性確保が不可欠であるため、適切な時期に調査・点検を行うとともに、予防保

全の考え方に基づいた計画的かつ効果的な施設の維持・補修・更新を行う。 

 

＜地域住民と一体となった防災・減災対策＞ 

急斜面の合間に低地が存在する但馬沿岸では、高潮・津波などの災害発生時に孤

立しやすい地区が多い。したがって、海岸保全施設の整備だけではなく、緊急時の

避難経路や避難場所の確保、災害発生時の対応方法の周知徹底、避難誘導の方法や

ルートの調整、迅速・適切な情報の収集、発信などのソフト面での対策も必要であ

る。 

このため、地域住民が主体となって防災・減災対策を進めるシステム及び活動体

制を確立し、地域住民の防災意識の向上及び防災知識の普及を進めるとともに、地

域の連携促進による防災・減災対策の円滑な推進に努めるものとする。 

なお、但馬沿岸においては、過去に巨大地震やそれに伴う津波被害の発生はほと

んど確認されていない。しかし、日本海東縁部では過去に10～20年間隔で津波によ

る大きな被害を伴う地震が発生しており、津波防災についても地域防災計画などに

おいて配慮しておく必要がある。 
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３．海岸環境の整備及び保全に関する事項 

海岸保全基本方針に基づき、海岸環境を整備し、及び保全するために実施しようとす

る施策の内容を定める。 

 

３－１．海岸環境の整備及び保全のための施策 

 

＜沿岸域の生態系の保全・保護＞ 

但馬沿岸では、日本海特有の豊かで多様な海洋生物相や海辺や海中の生態系、緑

を背景とした優れた海岸景観など、豊かな自然環境が広範囲に存在している。こう

した豊かな自然環境はこわれやすく、その回復には長期の時間を要し、景観の復元

は困難となることが多い。このため、生命の源となる水と緑、生物の生息環境であ

る磯場や岩場、景観など、現状の維持や保護・保全、及び回復が、貴重な植生や生

物の保全のみならず、漁業資源（海産物）の維持・回復も含めた環境づくりの基本

であることを考慮していく必要がある。 

これらの環境は、但馬沿岸での生活はもとより、漁業や観光、レクリエーション

などの主要産業にとってもかけがえのない貴重な資源であり、人々に憩いと安らぎ

を供与する存在として重要であることから、環境の創出及び回復を含めた環境保全

に努めていくものとする。特に、藻場や海岸林、磯場・岩場の保全や再生は、水産

資源を守り育て、漁場環境の保全と栽培漁業にも有効であることから、地域住民の

協力を得つつ、観光客など来訪者のマナー啓発を含めた積極的な保全対策に努める

必要がある。 

また、突発的な油流出事故といった環境災害への対応をはじめ、海岸環境の情報

収集・整理・分析・公開などの定期的な実施による、但馬沿岸の環境情報の共有化

と、これを将来にわたり継続して管理し、守り育てていく必要がある。このため、

地域住民が参加しやすいシステムづくりや環境教育の充実により、住民主体の協力

体制の確立や組織づくりを行うとともに、今後の海岸整備においては、生息地とし

て重要な砂浜などの環境調査を行うなど、生態系の保全活動を推進する必要がある。 

 

＜沿岸域の植生の保全＞ 

但馬沿岸では、朝鮮半島を経由してきたカシワやケヤキといった大陸系の植物が

生育しているのをはじめとして、多種多様な生物相がみられる。このため、海岸の

整備においては事前の詳細な調査・研究を行うとともに、各種事業に際しての環境

保護対策の確立を目指していくなかで、沿岸域に分布するカシワ群落やスダジイ群

落などの植生については群落一体とした面的な保全に努める。海浜植生は海岸ごと

に拠点を設定し柵を設けて人の進入を制限するといった生息地内立入規制や、マナ
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ー向上を図る啓発活動、地域住民の参加による保護教育と保護活動の推進などによ

り、地域住民が主体となって長期的・継続的に保全対策を進めていく必要がある。 

また、沿岸域においては、白砂青松などの優れた海岸景観であるマツを守ること

が磯を守ることにもつながることから、その但馬特有の自然景観が損なわれること

のないように、適正な保全に努める。 

 

＜沿岸域の景観の保全＞ 

砂浜は防災上の機能に加え、白砂青松などの美しい海岸景観の構成要素であり、

人と海とのふれあいの場として、また、海水浄化の場としても重要な役割を果たし

ている。よって、砂浜の保全と回復については、優れた海岸景観が損なわれること

のないように、自然環境にも配慮した整備を行うものとする。 

なお、ポケットビーチは、海岸景観の重要な景観要素であることから、基本的に

は自然海岸のまま維持することとするが、砂浜の衰退などが生じた場合には、砂浜

の移動状況を把握しつつ、必要に応じて潜堤の設置や砂や礫による養浜事業を進め、

その回復と保全に努めるものとする。 

なお、漂砂帯全体の土砂収支を把握し、流出・堆砂区域が明らかな場合には、そ

の部分の砂を浚渫して養浜するなどの工夫を行うなど、適切に管理していく必要が

ある。 

また、砂浜への車両の乗り入れやゴミの放置といった問題に対しては海岸利用の

ルールづくりや規制などの検討を進めるものとする。特に、海岸の利便性の向上を

図る際には、利用者が増加し、ゴミなどにより景観が損なわれることがないように

考慮していくものとする。さらに、地域の海岸愛護の活動を促す環境教育などを進

めながら、地域住民との連携をより緊密にしていくとともに、愛護活動の人材を育

成し、より適切な管理体制の確立に努めるものとする。 

優れた景観を活かすためには、展望のための良好な場所が不可欠であることから、

利用者が安全かつ快適に利用できるように必要な施設を整備、維持管理し利用環境

の向上に努める。また、海辺景観には、海中公園をはじめ、砂浜や松林、集落、背

景と山並みなど、多様な要素があるほか、これらが一つとなって近景から遠景にい

たる海辺景観を構成していることから、個々の景観要素の保全を図りながら、広い

視点に立って全体としてまとまりのある、良好な海辺景観の形成を目指していくも

のとする。 

このため、人工改変地や裸地といったところには、自然景観の回復を目標とした

植栽を施すほか、人工的な護岸や法面などについては自然になじむ色彩や、石積み

といったように表面処理に工夫を行う。 

沿岸部における構造物設置については、周囲に威圧感や閉鎖感などを与えないよ

う、色彩・素材・緑化などの工夫により修景し、自然景観への影響を極力抑えるよ
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うに努めるものとする。また、施設案内サインなどの設置についても、但馬沿岸ら

しい自然の風景を損なうことのないようなデザインの検討を進めることが必要であ

る。 

出典：「山陰海岸国立公園 公園計画書」（環境省・R6.3） 
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４．海岸における公衆の適正な利用に関する事項 

海岸保全基本方針に基づき、海岸における公衆の適正な利用を促進するために実施し

ようとする施策の内容を定める。 

 

４－１．公衆の適正な利用を促進するための施策 

 

＜歴史・文化資源の保全＞ 

但馬沿岸では、古来より北前船の寄港地として開けた港町の歴史や、人々の暮ら

しを示す数多くの文化を有しており、こうした豊かな文化の復元は困難となること

が多い。歴史的風土の継承は但馬沿岸において、生活環境はもとより、漁業や観光、

レクリエーションなどの主要産業にとっても貴重な資源であり、人々に憩いと安ら

ぎを供与する存在として重要であることから、その保全に努めていくとともに、行・

祭事やイベントなどにおいても１市２町が連携して盛り上げていくための協力体制

づくりなどを進める必要がある。 

 

＜地域連携の促進と海岸保全の活動＞ 

海浜部における放置ゴミや漂着ゴミ、内陸部における環境の悪化が水系を通じて

沿岸域に至るといった美化問題は、沿岸域のみならず内陸部を含めた問題であり、

迅速な対応・対策が必要となる。このため、現在進められている住民活動やボラン

ティア活動をはじめ、観光業者、来訪者などを含めて、参加しやすいシステムづく

りに努め、継続的な美しい海岸づくりを目指すものとする。 

また、海辺の定期調査やモニター活動といった海岸監視のシステムづくりや、地

域住民や子供たちにもわかりやすい環境教育の実施、里海・里浜インストラクター

といった人材育成といった長期的な視野に立った活動や、その活動を支えるための

システムづくりを進めるなど、地域連携をより深めるための積極的な保全・教育活

動の展開が必要であると考えられる。 

さらに、県や各市町及び関係団体による新たな体制・組織づくりを積極的に進め、

各市町の広報活動や協議会などを通じて、沿岸域と内陸部との連携及び一体化によ

る組織的な美化活動の展開を早期に図るべく具体化を推進する必要がある。また、

沿岸域施設の利用者や観光客へのマナー啓発をさらに進めるとともに、美化活動の

状況を広く知らしめ、協力を積極的に呼びかけていくように努めるものとする。 

 

＜沿岸域の利便性向上と体験学習の場づくり＞ 

沿岸域利用の利便性については、現在幹線道路から海辺に至るアクセスのわかり

やすさや、施設面での充実が望まれていることから、わかりやすいルート表示や案
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内表示、さらに海岸部での利便施設のある場所づくりが必要である。 

さらに、安全で快適な海辺へのアクセスの確保として、高齢者や障がい者、子供

も日常生活の中で海辺に近づくことができ、自然とふれあえるように配慮した、ア

クセス路及び利便施設のユニバーサルデザイン化を推進し、利便性の向上を図るこ

とが必要である。 

また、漁業体験（ホタルイカ漁や地引き網など）やスノーケリング、磯の自然観

察など、沿岸域の生き物や植生とふれあう環境学習、さらに、地域住民やボランテ

ィアの参加による海の調査研究体制づくりなど、自然環境と海洋性レクリエーショ

ンが連携した海浜利用の展開について、地域住民と一体となって継続的かつ積極的

に推進する必要がある。 

 

＜プレジャーボート対策の推進＞ 

沿岸域の港や河川などに不法係留されている放置艇については、これまでの関連

法（港湾法：第37条11､第43条8等、漁港及び漁場の整備等に関する法律：第39条5

等、海岸法：第8条2等、河川法：第29条等）による対応と合わせて、係留禁止区域

の設定を視野に入れた早急な対応策の検討及び適切な処置を迅速に行うためのルー

ルづくり・体制づくりを推進する。 

また、水上オートバイにおいては、「水難事故等の防止に関する条例」を改正し、

危険行為等に関する罰則の創設・強化、及び兵庫県独自ルール等を周知するための

啓発看板の設置等、水上オートバイの危険防止に向けた対策に取り組んでいる。 

 

＜自然公園内施設の充実＞ 

山陰海岸国立公園内の施設整備については、竹野地区、今子浦地区において様々

な施設の計画がある。これらの地区では、これまでにも公共的施設の整備を重点的

に行っており、また、今後も自然の特性を活かした、自然とふれあう利用の促進を

図っていく計画となっている。 

このため、これらの地区においては、自然環境の保全を基本としつつ、これらの

施設を活かしながら、沿岸域の自然とのふれあいや利用の推進を図っていくことが

必要である。 

 

＜沿岸域のネットワークづくり＞ 

人と海とのふれあいを大切にした沿岸域づくりのため、漁業をはじめ、海洋性レ

クリエーション施設などの相互利用においては、既存施設における機能向上ととも

に、海の交流拠点として港湾や漁港を位置づけ、沿岸域を連携するネットワーク化

を目指すものとする。 
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このため、整備においては各計画段階において関係機関との調整を図るほか、各

機関が連携して総合的により価値の高いものを構築するための体制づくりに努め、

沿岸全域レベルでのネットワーク化を目指していくこととする。 

特に、イベントに関しては沿岸の市町が年間を通して連携し、但馬沿岸のブラン

ドづくりに努める必要がある。また、地域住民の参加と各市町の連携による海辺空

間の自然を守り育てる活動や、それを活かし楽しむ空間創出を目指した「里浜づく

り」についても、地域住民と一体となって継続的かつ積極的に取り組んでいくもの

とする。 
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５．特性エリアの目標 

 

５－１．特性エリアの方向性 
但馬沿岸の特性をふまえ、沿岸域を図Ⅰ-5-1、表Ⅰ-5-1に示す20地区に区分する。 

地区区分については、環境保全及び利用における各資源の分布状況をふまえて、海

食崖や岩礁、港湾・漁港や海水浴場、市街地の形成と河川流域とのつながりなどの地

形的な区分を考慮して設定している。 

また、各エリアの特性を以下に示すようなＡ・Ｂ・Ｃの３つの特性類型として分類

整理している。 

 

Ａは「環境保全重視エリア」で、現在貴重な自然環境・景観などの資源が豊かなエ

リアであり、集落やポケットビーチ、漁港などの利用もあるが、基本的に自然が中心

のエリアである。 

Ｂは「環境利用調整エリア」で、自然環境・景観などの資源と、漁業などの産業活

動の利用が複合・共存しているエリアであり、豊かな自然と共に集落や海水浴場、港

湾や漁港などがあるエリアである。 

Ｃは「利用促進エリア」で、漁業や観光といった産業を中心に、積極的な利用展開

が図られているエリアであり、各市町の中心となる観光地や港湾、漁港などがある。

部分的には自然も含まれるが、基本的に利用が中心のエリアである。 

 

このような３つの特性エリアにおける海岸保全の方向性については、以下に示すよ

うに整理を行った。 
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『Ａ：環境保全重視エリア』の方向性 

岩礁、砂浜、藻場、さらに様々な植物群落など、生物にとって多様な生息・生育環

境を有するエリアであり、ここには特有の環境に依存した固有の生物が数多く存在し

ているとともに、国立公園の優れた自然景観を形成しているところでもある。 

これらの海岸環境は有限であり、これまでに喪失した自然の復元や景観の保全とと

もに、自然と一体となった海岸環境の保全に努めるものとする。 

また、本エリアは天然記念物などの学術上貴重な自然・生物を有することから、必

要に応じて、部分的な車の乗り入れや人の立ち入りなど、一定の行為を規制すること

も考慮する。 

 

『Ｂ：環境利用調整エリア』の方向性 

豊かな自然のなかで利用も行われているエリアであり、その調和においては海岸の

多様な生態系や美しい景観の保全に努め、各エリアの自然特性に応じた環境保全を行

うなかで、自然を活かした体験型利用の展開などを進めていく。 

海辺に近づけない海岸部などにおいては、自然環境に配慮しつつ必要に応じてパブ

リックアクセスを確保し、海とのふれあいの場を確保する。また、遊休地や空き地な

どは但馬沿岸の多様な自然生態系の保全・育成を図る環境創造の森づくりなどの積極

的な環境づくりを進める。 

 

『Ｃ：利用促進エリア』の方向性 

古来より北前船の寄港地として、また祭りや行事の場として利用されており、地域

文化の形成や継承においても重要な役割を果たしてきたところである。 

現在は海洋性レクリエーションの場としても利用され、また憩いの場・交流の場と

しても利用されているところでもある。また、今後は新しい但馬沿岸の活性化と人々

の交流を図っていくうえでの拠点となるところでもある。 

これらの機能を活かしながら、より適正な利用を確保するため、海岸利用の増進に

資する施設の整備などを推進するとともに、子供からお年寄りまで、全ての人々が安

全に、快適に海岸にアクセスできるユニバーサルデザイン化を積極的に進める。 

さらに、現在の利用に加えて、参加・体験・学習型の自然とふれあう利用展開を進

めるとともに、海岸利用におけるマナー向上を図るためのルールづくりや啓発活動、

環境教育活動なども、住民参加により積極的に進めるものとする。 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 20 万を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 168 号） 

この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

図Ⅰ-5-1 地区区分と特性エリアの分布 

 

表Ⅰ-5-1 各地区の名称 

地区区分 特性エリア 

豊
岡
市 

 (1)豊 岡 東 

 (2)津 居 山 

 (3)豊 岡 西 

 (4)竹 野 東 

 (5)竹 野 浜 

 (6)竹 野 西 

Ａ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ｂ 

香
美
町 

 (7)香 住 東 

 (8)安 木 浜 

 (9)佐 津 西 

(10)柴 山 

(11)大 引 鼻 

(12)香 住 浜 

(13)鎧 東 

(14)余 部 

(15)伊 笹 岬 

Ａ 

Ｃ 

Ａ 

Ｃ 

Ｂ 

Ｃ 

Ａ 

Ｃ 

Ａ 

新
温
泉
町 

(16)浜 坂 東 

(17)田 井 ノ 浜 

(18)浜 坂 中 央 

(19)諸 寄 

(20)浜 坂 西 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｂ 

Ｂ 

Ａ：環境保全重視エリア 

Ｂ：環境利用調整エリア 

Ｃ：利用促進エリア 
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５－２．地区ごとの目標 
これまでの検討をふまえ地区ごとの目標を設定した結果を、表Ⅰ-5-2に示す。 

地区ごとの目標は、その地区を総括する「海岸保全の目標」と、海岸保全基本方針

にあげられている「海岸の防護」、「環境の整備と保全」、「公衆の適正な利用」の３つ

の視点ごとの目標に分けて設定した。 

なお、目標の設定にあたっては、対象とする範囲を海岸の整備を行う際の影響範囲

とした。 
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表Ⅰ-5-2（1） 地区ごとの目標 

＜豊岡市＞ 

地区 エリア 地区ごとの目標 

(1) 

豊岡東 

 

Ａ 

●海岸保全の目標 

貴重な自然環境の保全を進める。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境を維持する。 

＜環境の整備と保全＞ 

魚付き保安林をはじめとする海岸植生や藻場の保全に努める。 

＜公衆の適正な利用＞ 

自然資源との調和を図りつつ、釣り場の確保などの地域振興への支援に

努める。 

 

(2) 

津居山 

 

Ｃ 

●海岸保全の目標 

自然環境の保全・復元及び海岸の保全を図りつつ、自然と観光の調和し

た海洋性レクリエーション整備を推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

交流や観光の拠点としての機能を担っている環境を支えるため、既存の

保全施設の維持・改良などに努めるとともに、背後地及び自然環境を守る。 

また、景観に配慮した高潮・津波・侵食対策の充実を図る。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 

＜環境の整備と保全＞ 

魚付き保安林をはじめ自然海岸と周辺環境を含めてその保全に努める

とともに、円山川の植生や生物、水質の保全、砂浜の復元や気比の浜の海

浜植物群落、絹巻神社のスダジイ群落をはじめとする植生の保全にも配慮

し、海岸美化活動の推進を図る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

海洋性レクリエーション基地としての充実を図るとともに、とよおか津

居山港かにまつりなどの行祭事と連携したエリアの活性化を目指す。ま

た、海岸利便施設の改善、水上オートバイ等の海浜利用のマナー啓発等を

進める。 

(3) 

豊岡西 

 

Ａ 

●海岸保全の目標 

生態系の積極的な保全を中心とした地域づくりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境を維持する。 

＜環境の整備と保全＞ 

島しょ部などの特別保護地区や豊岡海中公園地区、魚付き保安林、藻場

を中心とする貴重な生態系や、日和山海岸景観の積極的な保護・保全に努

める。 

＜公衆の適正な利用＞ 

但馬海岸道路からの眺望や周辺自然環境との調和を図りつつ、新しい魅

力づくりなどによる地域振興への支援に努める。 

 

注）Ａ：環境保全重視エリア、Ｂ：環境利用調整エリア、Ｃ：利用促進エリア 
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表Ⅰ-5-2（2） 地区ごとの目標 

＜豊岡市＞ 

地区 エリア 地区ごとの目標 

(4) 

竹野東 

 

Ａ 

●海岸保全の目標 

生態系の積極的な保全を中心とした地域づくりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境の保全に努める。 

＜環境の整備と保全＞ 

島しょ部などの特別保護地区や魚付き保安林、藻場を中心とする貴重な

生態系や田久日･宇日の海岸景観などの積極的な保護・保全に努める。 

＜公衆の適正な利用＞ 

但馬海岸道路からの眺望や周辺自然環境との調和を図りつつ、新しい魅

力づくりなどによる地域振興への支援に努める。 

(5) 

竹野浜 

 

Ｃ 

●海岸保全の目標 

生態系の保護や景観の保全とともに、漁業と観光の連携した交流拠点づ

くりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊岡市竹野町の中心地を背後に控え、交流や観光の拠点としての機能を

担っている環境を支えるため、景観に配慮した津波・侵食対策を図る。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 

＜環境の整備と保全＞ 

日本の渚･百選、快水浴場百選に選定されている竹野浜などにおける生

態系や景観、魚付き保安林の保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進

を図る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

北前館及び海水浴場やキャンプ場、遊覧船を中心とした交流拠点づくり

とともに、海洋性レクリエーション施設の充実や、北前まつり、たけの海

上花火大会などの行祭事と連携した地区の活性化を目指す。また、海岸利

便施設の改善、放置艇対策、水上オートバイ等の海浜利用のマナー啓発

を進める。 

(6) 

竹野西 

 

Ｂ 

●海岸保全の目標 

生態系の保護や砂浜などの保全とともに、漁業と観光の連携した地域づ

くりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

景観に配慮しながら、ポケットビーチや磯浜などの侵食・越波対策を図

り、海岸の長期的な安定化に努める。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 

＜環境の整備と保全＞ 

竹野海中公園地区、特別保護地区でありタブ・スダジイ群落を有する猫

崎半島、藻場を中心に広がる貴重な生態系と魚付き保安林、竹野川の生態

系や水質の保全、切浜のはさかり岩･淀洞門など海岸景観の積極的な保護･

保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進を図る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

竹野港を海辺の交流拠点として位置づけるとともに、既設海水浴場など

のレクリエーション機能の向上を図るとともに、海岸利便施設の改善、水

上オートバイ等の海浜利用のマナー啓発を進める。 

注）Ａ：環境保全重視エリア、Ｂ：環境利用調整エリア、Ｃ：利用促進エリア 
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表Ⅰ-5-2（3） 地区ごとの目標 

＜香美町＞ 

地区 エリア 地区ごとの目標 

(7) 

香住東 

 

Ａ 

●海岸保全の目標 

生態系の積極的な保全を中心とした地域づくりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境を維持する。 

＜環境の整備と保全＞ 

島しょ部などの特別保護地区や魚付き保安林、藻場を中心とする貴重な

生態系の積極的な保護・保全に努める。 

＜公衆の適正な利用＞ 

道路からの眺望や周辺自然環境との調和を図りつつ、新しい魅力づくり

などによる地域振興への支援に努める。 

 

(8) 

安木浜 

 

Ｃ 

●海岸保全の目標 

生態系の保護や景観の保全とともに、漁業と観光の連携した交流拠点づ

くりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

景観や貴重な生態系の保全に配慮しながら、ポケットビーチなどの侵

食・越波対策を図り、海岸の長期的な安定化に努める。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 

＜環境の整備と保全＞ 

魚付き保安林、藻場、ハマナスなどの貴重な生物や植物など、佐津川の

生態系や水質などの積極的な保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進

を図る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

既設海水浴場やキャンプ場を中心にレクリエーション機能の向上を図

る。自然環境の保全に配慮しつつ、一体的な利用を進めるとともに、自然

体験活動の推進を図る。 

(9) 

佐津西 

 

Ａ 

●海岸保全の目標 

生態系の積極的な保全を中心とした地域づくりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境に配慮しながら、ポケットビーチや礫浜などの保全に努

めるとともに、津波対策の充実を図る。 

＜環境の整備と保全＞ 

島しょ部などの特別保護地区や魚付き保安林、藻場を中心とする貴重な

生態系の積極的な保護・保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進を図

る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

道路からの眺望や周辺自然環境との調和を図りつつ、一体的な利用を進

め、新しい魅力づくりなどによる地域振興への支援に努める。 

 

注）Ａ：環境保全重視エリア、Ｂ：環境利用調整エリア、Ｃ：利用促進エリア 
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表Ⅰ-5-2（4） 地区ごとの目標 

＜香美町＞ 

地区 エリア 地区ごとの目標 

(10) 

柴 山 

 

Ｃ 

●海岸保全の目標 
生態系の保護や景観の保全とともに、漁業と観光の連携した交流拠点づ

くりを推進する。 
●各視点ごとの目標 
＜海岸の防護＞ 

景観に配慮しながら、ポケットビーチや磯浜などの保全に努めるととも
に、津波対策の充実を図る。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改
良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 
＜環境の整備と保全＞ 

魚付き保安林をはじめとする生態系の積極的な保全に努めるとともに、
海岸美化活動の推進を図る。 
＜公衆の適正な利用＞ 

既設海水浴場や柴山温泉を中心にレクリエーション機能の向上を目指
す。また、自然環境の保全に配慮しつつ、砂浜の利用及び港湾利用の維持
に努める。 

(11) 

大引鼻 

 

Ｂ 

●海岸保全の目標 
生態系の保護や砂浜などの保全とともに、漁業と観光の連携した地域づ

くりを推進する。 
●各視点ごとの目標 
＜海岸の防護＞ 

景観に配慮しながら、侵食対策を図る。 
ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 
＜環境の整備と保全＞ 

島しょ部などの特別保護地区や岡見公園のユウスゲ、スダジイの群生、
今子海岸のカシワ群落、魚付き保安林、藻場を中心とする貴重な生態系と
景観の積極的な保護・保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進を図る。 
＜公衆の適正な利用＞ 

遊覧船や国民宿舎を中心にレクリエーション機能の向上を目指す。ま
た、埋蔵文化財への配慮や、自然環境との整合・調整を図りつつ、漁港利
用の維持に努め、海浜においては自然体験活動の推進を図る。 

(12) 

香住浜 

 

Ｃ 

●海岸保全の目標 
生態系の保護や景観の保全とともに、漁業と観光の連携した交流拠点づ

くりを推進する。 
●各視点ごとの目標 
＜海岸の防護＞ 

香美町香住区の中心地を背後に控え、交流や観光の拠点としての機能を
担っている環境を支えるため、景観に配慮した侵食・越波対策を図るとと
もに、津波対策の充実を図る。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改
良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 
＜環境の整備と保全＞ 

八坂神社のスダジイ群落などの生態系や香住浜海岸における砂浜と景
観、矢田川の生態系や水質の保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進
を図る。 
＜公衆の適正な利用＞ 

香住漁港やしおかぜ香苑、漁業と観光を中心とした交流拠点づくりとい
った海洋性レクリエーション機能の充実や、香住ふるさとまつり、秋の大
祭・三番叟などの行祭事との連携による地区の活性化を目指すとともに、
海浜利用のマナー啓発等を進め、自然体験活動の推進を図る。 

注）Ａ：環境保全重視エリア、Ｂ：環境利用調整エリア、Ｃ：利用促進エリア 
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表Ⅰ-5-2（5） 地区ごとの目標 

＜香美町＞ 

地区 エリア 地区ごとの目標 

(13) 

鎧 東 

 

Ａ 

●海岸保全の目標 

生態系の積極的な保全を中心とした地域づくりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境の保全に努める。 

＜環境の整備と保全＞ 

天然記念物の鎧袖や島しょ部などの特別保護地区、魚付き保安林、藻場

を中心とする貴重な生態系及び海岸景観の積極的な保護・保全に努めると

ともに、海岸美化活動の推進を図る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

周辺自然環境との調和を図りつつ、一体的な利用を進め、新しい魅力づ

くりなどによる地域振興への支援に努める。 

 

(14) 

余 部 

 

Ｃ 

●海岸保全の目標 

生態系と景観の保全を図りつつ、漁業と観光の連携した交流拠点づくり

を推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

景観に配慮しながら、ポケットビーチや磯浜などの保全に努める。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 

＜環境の整備と保全＞ 

余部東側沿岸部の特別保護地区や魚付き保安林を中心に生態系の積極

的な保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進を図る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

自然環境の保全に配慮しつつ、既設海水浴場を中心としたレクリエーシ

ョン機能の向上を図る。 

(15) 

伊笹岬 

 

Ａ 

●海岸保全の目標 

生態系の積極的な保全を中心とした地域づくりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境を維持する。 

＜環境の整備と保全＞ 

天然記念物の但馬御火浦を含む特別保護地区や魚付き保安林を中心と

する貴重な生態系の積極的な保護・保全に努める。 

＜公衆の適正な利用＞ 

周辺自然環境との調和を図りつつ、新しい魅力づくりなどによる地域振

興への支援に努める。 

 

注）Ａ：環境保全重視エリア、Ｂ：環境利用調整エリア、Ｃ：利用促進エリア 
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表Ⅰ-5-2（6） 地区ごとの目標 

＜新温泉町＞ 

地区 エリア 地区ごとの目標 

(16) 

浜坂東 

 

Ａ 

●海岸保全の目標 

生態系の積極的な保全を中心とした地域づくりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境の保全に努める。 

＜環境の整備と保全＞ 

天然記念物の但馬御火浦を含む特別保護地区や魚付き保安林、藻場を中

心とする貴重な生態系の積極的な保護・保全に努める。 

＜公衆の適正な利用＞ 

周辺自然環境との調和を図りつつ、新しい魅力づくりなどによる地域振

興への支援に努める。 

 

(17) 

田井ノ浜 

 

Ｂ 

●海岸保全の目標 

生態系の保護や景観の保全を進める。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

豊かな自然環境を維持する。 

＜環境の整備と保全＞ 

天然記念物の但馬御火浦やエリアのほぼ全沿岸部に指定されている特

別保護地区、浜坂海中公園地区、相応峰寺のスダジイ群落、魚付き保安林、

藻場を中心に貴重な生態系と景観の積極的な保護・保全に努める。 

＜公衆の適正な利用＞ 

既設海水浴場やキャンプ場などのレクリエーション機能の向上に努め

る。 

 

(18) 

浜坂中央 

 

 

Ｃ 

●海岸保全の目標 

生態系の保護や景観の保全とともに、漁業と観光の連携した交流拠点づ

くりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

景観に配慮しつつ、ポケットビーチや磯浜などの保全に努めるととも

に、施設の健全性を確保するため老朽化対策を図る。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 

＜環境の整備と保全＞ 

日本の白砂青松100選に選定されている浜坂県民サンビーチにおける生

態系や景観、岸田川の生態系や水質の積極的な保全に努める。 

＜公衆の適正な利用＞ 

自然環境との整合を図りつつ、新温泉町山陰海岸ジオパーク館の利活用

促進や交流拠点づくり、既設海水浴場やキャンプ場などの機能向上を図る

とともに、海浜利用のマナー啓発等を進めながら、自然体験活動の推進を

図る。 

また、川下祭り、麒麟獅子舞などの背後地の歴史・文化資源との連携の

強化による地区の活性化を目指す。 

注）Ａ：環境保全重視エリア、Ｂ：環境利用調整エリア、Ｃ：利用促進エリア 
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表Ⅰ-5-2（7） 地区ごとの目標 

＜新温泉町＞ 

地区 エリア 地区ごとの目標 

(19) 

諸 寄 

 

Ｂ 

●海岸保全の目標 

生態系の保護や砂浜などの保全を中心に、漁業と観光の連携した地域づ

くりを推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

景観に配慮しながら、砂浜や磯浜などの保全に努めるとともに、施設の

健全性を確保するため老朽化対策を図る。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 

＜環境の整備と保全＞ 

島しょ部などの特別保護地区や浜坂海中公園地区、タンゴイワガサとワ

カサハマギク群落、魚付き保安林などを中心とする貴重な生態系と景観の

積極的な保護・保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進を図る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

自然環境との整合を図りつつ、既設海水浴場やキャンプ場などのレクリ

エーション機能の向上に努める。 

 

(20) 

浜坂西 

 

Ｂ 

●海岸保全の目標 

生態系や砂浜などの保全を中心に、漁業と観光の連携した地域づくりを

推進する。 

●各視点ごとの目標 

＜海岸の防護＞ 

景観に配慮しつつ、ポケットビーチや磯浜などの保全に努める。 

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改

良等や耐津波性能の強化等を図り、防護機能を確保する。 

＜環境の整備と保全＞ 

島しょ部などの特別保護地区やスダジイ群落、魚付き保安林、藻場を中

心とする貴重な生態系と、鍾乳日本洞門・鍾乳亀山洞門といった海岸景観

などの積極的な保護・保全に努めるとともに、海岸美化活動の推進を図る。 

＜公衆の適正な利用＞ 

自然環境との整合を図りつつ、既設海水浴場やキャンプ場などのレクリ

エーション機能の向上に努める。 

 

注）Ａ：環境保全重視エリア、Ｂ：環境利用調整エリア、Ｃ：利用促進エリア 
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第Ⅱ編．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項  

 

１．海岸保全施設の新設又は改良に関する事項 

 

１－１．海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域 
 

海岸保全施設の整備区域は、「第Ⅰ編２－１．海岸の防護の目標」(P21)で定めた防

護すべき地域のうち、現時点で高潮・津波、侵食などに対する防護の必要性が要請さ

れている海岸とする。 

防護すべき地域とは、海岸保全施設が整備されない場合に、海岸背後の家屋や土地

に対して被害の発生が想定される地域とし、高潮・津波に対しては防護水準として設

定した潮位、波浪及び津波が発生した場合の浸水区域、侵食に対しては現在と同じ速

度で50年間侵食が進むと想定した場合の影響範囲としている。 

 

（個別海岸の区分） 

「第Ⅰ編５－１．特性エリアの方向性」（P33～35)において、沿岸全体を20の地区

に分割し、さらにこれらの地区を大きく３つの特性に分類したうえで、特性エリア

ごと及び地区ごとの方向性を設定した。しかし、各地区内には特性の異なる場所が

存在しており、海岸保全施設の整備対象海岸の抽出や整備手法を検討するうえで配

慮が必要となる。よって、各地区をさらに詳細な個別海岸に区分し、整備対象海岸

の抽出を行う。 

 

本計画では、添付図、添付表に示す海岸保全区域を有する23の海岸を個別海岸とし

て抽出した。 
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１－２．海岸保全施設の種類、規模及び配置 
 

（１）海岸保全施設の計画諸元 

但馬沿岸における整備対象海岸として設定した海岸について、その施設整備の計画

諸元を整理し、添付表に示す。 

表中の代表堤防高は、気候変動に関する現時点での最新の知見を基に、2100年時

点で2℃上昇した場合を想定し、高潮・波浪に対して必要となる高さと、津波に対し

て必要となる高さを比較して、高い方の値に余裕高を加えて設定する。 

個々に高潮・波浪に対して必要な高さは、第1編の防護水準（表Ⅰ-2-1）に示した

潮位・波浪に対して、離岸堤等の効果、越波許容程度等を考慮して決定したもので

ある。 

なお、必要天端高は、現在の施設条件に基づいて算定することを基本としており、

前面の施設整備状況を踏まえて必要天端高を算定した施設もある。実施設計にあた

っては、各施設において対策案を検討し、整備水準（天端高）を決定する。 

 

（２）海岸保全施設の整備内容 

これまでの検討をふまえ、整備対象海岸として設定した海岸における海岸保全施設

の整備内容を整理して、添付表に示す。記載事項は、表Ⅱ-1-1に示すとおりである。 

なお、新設又は改良する主な施設の種類は、海岸の防護・環境・利用における目標

などを個々に検討のうえ選定したものである。 

整備にあたっては、予測結果の確信度や経済性を考慮し、ソフト対策も組み合わせ

た段階的かつ複合的な対策を検討する。 
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表Ⅱ-1-1 施設の整備箇所一覧表への記載事項 

記載事項 記載内容 

配置 

区域：海岸保全施設の新設又は改良に関する工事を施行しようとする区域 

規模：海岸保全施設の延長及び整備の目標となる堤防、護岸等の天端高（代表

堤防高） 

主な施設の種類 整備する主要な海岸保全施設の種類 

整備の概要 

（整備イメージ） 

住民意見及び「第Ⅰ編５－２．地区ごとの目標」(P36～43)等から設定した海

岸保全施設の整備イメージ 

海岸管理における 

配慮事項 

住民意見及び「第Ⅰ編５－２．地区ごとの目標」(P36～43)等から設定した海

岸を整備するうえでの配慮事項 
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１－３．海岸保全施設による受益の地域及びその状況 
新設又は改良する海岸保全施設の整備によって高潮による災害や海岸侵食から防護

される地域及びその地域の土地利用の状況について添付表に示す。 

なお、受益の地域とは本計画の海岸保全施設が整備されない場合に、浸水が想定さ

れる地域とし、以下の地域を示す。 

①浸水地域が海岸線から1km以内：地盤高が計画高潮位＋1/2計画波高 

②浸水地域が海岸線から1km以遠：地盤高が計画高潮位 
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２．海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項 

 

２－１．海岸保全施設の存する区域 
維持又は修繕の対象となる海岸保全施設が存する区域を添付表・添付図に示す。 

 

２－２．海岸保全施設の種類、規模及び配置 
維持又は修繕の対象となる海岸保全施設が存する区域ごとに海岸保全施設の種類、

規模及び配置を添付表・添付図に示す。 

 

２－３．海岸保全施設の維持又は修繕の方法 
海岸保全施設の維持又は修繕に際しては、日常巡視・定期点検を行い、この結果を

ふまえ、予防保全の考え方に基づいた計画的かつ効率的な海岸保全施設の維持・管理

を進める。 

維持・修繕の方法は、対象施設の変状の種類や程度をふまえつつ、新技術・新工法

の適用性も検討し、ライフサイクルコストの観点もふまえた最適な方法を採用するも

のとする。 

海岸保全施設の維持又は修繕の方法を添付表に示す。 
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 第Ⅲ編．今後の取組み方針  

 

但馬沿岸の海岸保全基本計画策定後の取り組みの方針として、以下のものがあげら

れる。 

 

（１）地域住民の参画と情報公開 

本計画を実効的かつ効率的に執行するために、計画策定段階でのパブリックコメン

トの実施などによる住民意見の収集と反映だけではなく、事業の実施段階においても

地域住民の積極的な参画を得て、合意形成を図りつつ事業を実施していくものとする。

そのためには、現地見学会や勉強会、意見交換会などを適宜開催し、地域住民の海岸

保全に関する知識と意識の向上を図ることにより、地域住民が海岸づくりに積極的に

関わるような環境をつくっていく必要がある。 

また、地域住民と合意形成を図りつつ事業を実施していくためには、海岸に関する

情報公開を行い、事業の透明性の向上を図っていく必要がある。このため、計画の策

定段階から、計画の実現によりもたらされる防護、環境及び利用に関する状況につい

て広く地域住民に公開する。また、必要に応じて実施される海岸状況の情報収集、防

災面や生態系に関する調査研究などについては、実施段階における事業の効率的な執

行が行えるように情報公開を行うものとする。なお、情報公開の方法は、広報紙、ホ

ームページ、パンフレットなどによるものとし、地域住民のみならず来訪者、観光客

などにも広く情報を提供していくものとする。 

 

（２）計画の見直し 

本計画策定後において、地域状況や社会経済状況の変化、高潮・波浪などの外力

の変化など、様々な要因による海岸環境に対する状況変化に対応するためには、変

化が生じた場合に、計画の基本的事項や海岸保全施設の整備内容などを点検整理し、

適宜見直すことが必要である。また、地域状況の変化や社会経済状況の変化に伴っ

て、自然環境なども変化することが考えられるため、計画の見直しを行う際には、

関係機関と連携した気候変動による気象・海象や環境の変化に関するモニタリング

等の情報の収集や、事前に自然環境調査を行い、自然環境の情報を収集する必要が

ある。 

また、気候変動に伴う気象・海象の変化や、長期的な海水面の上昇が懸念される

なかで、但馬沿岸における海岸侵食の進行やゼロメートル地帯の発生、高潮災害の

増加といった深刻な影響が生ずる恐れもあることから、海面上昇などの予測と影響

の程度の推定、及び対策方法の検討などを進めるものとする。なお、気候変動の予

測には不確実性が伴うため、気候変動の発現状況や最新の知見、最新の予測結果を
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もとに防護水準を適宜、見直すこととする。 

さらに、藻場・砂浜などの変化の把握、多様な生物及び生態系の実態調査などの

環境調査、各種文化財や歴史的資源などの調査・研究の促進などにおける継続的な

調査・研究体制づくりや、地域住民や県民などの海辺ニーズの把握に努めることに

より、今後の海岸保全の適切な見直しが適宜可能となる体制づくりについても検討

していくものとする。 
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【参考】 

（１）用語集 

関連する専門用語の解説を参考表に示す。 

 

参考表 専門用語の解説 

用語 解説 

IPCC 気候変動に関連する科学的評価を担当する国連機関（気
候変動に関する政府間パネル）で、195か国が加盟して
いる。IPCCによる調査報告書は、あらゆるレベルの政府
に対し、気候変動政策を策定するために利用できる科学
的情報を提供しており、2023年3月20日に第6次統合報告
書が発表された。 

RCP2.6 
（2℃上昇シナリオ） 

RCP8.5 
（4℃上昇シナリオ） 

IPCCの第5次報告書において、提示された今後100年間の
平均気温の上昇を示したシナリオ。RCP2.6は、温室効果
ガスの排出量を抑制し、気温上昇を2℃未満に抑えるこ
とを目指すシナリオ、RCP8.5は、緩和策をとらなかった
場合の想定で、平均気温が4℃上昇するシナリオである。 

潮位偏差 台風や低気圧などの気象の影響による、天文潮からの海
水面の変化量 

朔望平均満潮位 朔（新月）および望（満月）の日から前2日後4日以内に
観測された、各月の最高満潮面を1年以上にわたって平
均した水位。海岸保全施設の計画・設計の基準潮位とし
て用いられる。 

沖波・準沖波 施設の計画・設計等に用いられる波浪の条件。沖波は、
水深が深く、海底地形の影響を受けない沖合の波。準沖
波も沖合地点の波浪であるが、水深が比較的浅く、海底
の影響による変形を受けている波浪。 

設計津波（L1津波） 数十年から百数十年に一度程度発生する規模の津波（レ
ベル1津波）。レベル1津波に対して浸水を防護できるよ
うに海岸保全施設の天端高や構造諸元が決定される。一
方、レベル2津波は、南海トラフの巨大地震のように、
発生頻度が極めて低く（数百年から千年に一度程度）、
発生すれば甚大な被害をもたらす津波であり、避難対策
等により人的被害を最小化する減災目標として用いら
れる。 

越波流量 延長1mあたり1s間に、波浪が海岸保全施設を超える水量
を示す。越波流量が許容値（許容越波流量）以下となる
ように、海岸保全施設の天端高が決定される。 

うちあげ高 波浪が海浜等を遡上し、海岸保全施設前面で、波がうち
あがる高さを示す。海浜など、海岸保全施設に直接波浪
が作用しない場合に、うちあげ高以上となるように海岸
保全施設の天端高が決定される。 

防護水準 海岸保全施設の整備による安全水準。海岸保全施設の高
さを設定するための基準となる、潮位や波浪条件（波
高・周期）、津波水位など。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付表 

 

 
 

 

 

 第Ⅱ編において定めた新設又は改良の整備対象海岸、維持又は修繕対象海岸

について、海岸保全施設の存する区域、種類、規模・配置、受益地域等を添付

表として示す。 



 

添-1 

 

※（）内は将来気候における必要天端高（余裕高を含む）

海岸名 地区 種類 現況の堤防高 種類
代表堤防高

（必要天端高※）
地域 状況 環境面 利用面

1 田結漁港 北
農林水産省
（水産庁）

― ― 住宅地 長期的な課題として気候変動への適応を行う。 ― ― ―

2 田結漁港 西
農林水産省
（水産庁）

― ― 住宅地 長期的な課題として気候変動への適応を行う。 ― ― ―

緩傾斜護岸 201m 緩傾斜護岸 510m

突堤 1基 (123m) 突堤 2基

潜堤 2基 (350m) 潜堤 2基 (350m)

養浜 1箇所 養浜 1箇所

護岸 1,111m 護岸 1,111m

水門 1基 水門 1基

階段護岸 604m 階段護岸 604m

－ － 胸壁 604m

離岸堤 3基 (450m) 離岸堤 3基 (450m)

潜堤 2基 (105m) 潜堤 6基

養浜 1,130m 養浜 1,130m

階段護岸 367m 階段護岸 367m
－ － 胸壁 367m

離岸堤 2基 (175m) 離岸堤 2基 (175m)
潜堤 1基 (25m) 潜堤 1基 (25m)
養浜 250m 養浜 250m

7 竹野港 ―
国土交通省
（港湾局）

突堤 1基 (36m) 突堤 1基 (36m) 住宅地
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

護岸 383m 護岸 383m
突堤 8基 (80m) 突堤 8基 (80m)

離岸堤 2基 (121m) 離岸堤 3基 (181m)
護岸 126m 護岸 126m

離岸堤 1基 (80m) 離岸堤 1基 (80m)

－ － 護岸 50m

突堤 1基 (101m) 突堤 1基 (101m)

離岸堤 2基 (250m) 離岸堤 2基 (250m)

潜堤 2基 潜堤 2基

護岸 563m 護岸 693m

－ 潜堤 2基

護岸 220m 護岸 220m

突堤 2基 (202m) 突堤 2基 (202m)

離岸堤 1基 (50m) 離岸堤 1基 (50m)

陸閘 1基 陸閘 2基

13 柴山港 浦上
国土交通省
（港湾局）

突堤 2基 (52m) 突堤 2基 (52m) 住宅地
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

14 柴山港
(要指定区域)

沖浦
国土交通省
（港湾局）

○ 護岸 420m 護岸 420m 住宅地

レベル１津波に対しては越流を防止するため、胸壁を計画す
る。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

緩傾斜護岸 84m 緩傾斜護岸 84m

－ 潜堤 1基

16 香住漁港 境
農林水産省
（水産庁）

― ― 住宅地 長期的な課題として気候変動への適応を行う。 ― ― ―

護岸 598m 護岸 598m
突堤 1基 (150m) 突堤 2基 (185m)
潜堤 1基 (384m) 潜堤 1基 (384m)
堤防 166m 堤防 166m
護岸 480m 護岸 480m
突堤 4基 (107m) 突堤 4基 (107m)

離岸堤 4基 (325m) 離岸堤 4基 (318m)
－ － 養浜 1箇所

樋門 1基 樋門 1基
陸閘 2基 陸閘 2基

19 鎧漁港 ―
農林水産省
（水産庁）

離岸堤 1基 (40m) 離岸堤 1基 (40m) 住宅地
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

20 余部漁港 ―
農林水産省
（水産庁）

― ― 住宅地 長期的な課題として気候変動への適応を行う。 ― ― ―

添付表　地区海岸一覧表（新設又は改良に関する事項、維持又は修繕に関する事項）
（気候変動シナリオとして2100年時点を想定年次とした代表天端高を設定）

地区名 エリア特性
区域
番号

海岸保全施設の存する区域

所管 維持又は修繕の方法

延長等 延長等

津居山
利用促進
エリア

―

T.P.+1.4m

―

T.P.+2.7m

豊岡市の一
部

新設
改良

「○」

海岸保全施設の種類、規模・配置等
（現況）

海岸保全施設の種類、規模・配置等
（計画）

受益の地域

整備の概要
（整備イメージ）

配慮事項

― ―

3 津居山港 気比
国土交通省
（港湾局）

○
住宅地、農

地

海浜へのアクセス向上に配慮して緩傾斜護岸を計画する。養
浜により回復した砂浜、緩傾斜護岸、潜堤及び突堤により、
海岸全体の面的防護を図るとともに、海水浴等の利用性の向
上を図る。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進
・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動
・海浜植物の保護

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

4 津居山港 瀬戸
国土交通省
（港湾局）

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。施設及び施設
を操作する機械、器具等を良好な状態に保つ
よう、定期的（月、年等）に点検・整備を行
う。

竹野浜
利用促進
エリア

5 竹野 竹野
国土交通省

（水管理・国土保
全局）

○

T.P.+3.0m

○ 住宅地

高潮時に発生する異常潮位に対して、背後地の防護を図るた
め、護岸の改良を計画する。レベル２津波による浸水被害の
軽減を図るため、水門の耐震化を実施する。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

6 竹野港 竹野
国土交通省
（港湾局）

○
住宅地、農

地

レベル２津波による浸水被害の軽減を図るため、胸壁の整備
を計画する。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

T.P.+5.1

住宅地、農
地

波浪低減効果を確保しつつ、水平線の眺望性ならびに周辺の
岩礁景観を阻害しないため、計画は、優れた海岸景観と貴重
な生態系の保全に配慮して潜堤とする。保全された砂浜、既
設離岸堤、既設緩傾斜護岸及び潜堤により、海岸全体の面的
防護を図る。
また、レベル２津波による浸水被害の軽減を図るため、胸壁
の整備を計画する。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・水上オートバイの利用規制と
指導
・放置艇の規制及び処理等の対
策
・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・水上オートバイの利用規制と
指導
・放置艇の規制及び処理等の対
策
・海岸利用者へのマナー向上の

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

竹野西

環境利用
調整エリア

T.P.+2.5m T.P.+4.68 切浜漁港 ―
農林水産省
（水産庁）

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

環境利用
調整エリア

9 須井漁港 ―
農林水産省
（水産庁）

香美町の一部

○ 住宅地
離岸堤設置により海岸全体の面的防護を推進する。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・水上オートバイの利用規制と
指導
・海岸利用者へのマナー向上の

住宅地
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

安木浜
利用促進
エリア

10 香住 安木

11 香住 訓谷
国土交通省

（水管理・国土保
全局）

国土交通省
（水管理・国土保

全局）
○

T.P.+5.5m

○
住宅地、農

地

海岸の侵食防止と背後地への越波対策を行うために、優れた
海岸景観と貴重な生態系の保全に配慮して潜堤を計画すると
もに、海浜へのアクセス向上に配慮して緩傾斜護岸を計画す
る。保全された砂浜、潜堤及び緩傾斜護岸により海岸全体の
面的防護を図る。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

－

住宅地、農
地

離岸堤開口部の背後汀線の後退が著しいため、開口部に対策
工を計画して既設離岸堤の侵食対策効果を強化する。計画
は、優れた海岸景観と貴重な生態系の保全に配慮して潜堤と
する。また、海浜へのアクセス向上に配慮して緩傾斜護岸を
計画する。保全された砂浜、緩傾斜護岸、既設離岸堤及び潜
堤により、海岸全体の面的防護を図る。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

T.P.+5.5m
(T.P.+4.8m)

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。施設及び施設
を操作する機械、器具等を良好な状態に保つ
よう、定期的（月、年等）に点検・整備を行
う。

柴　山
利用促進
エリア

T.P.+1.1m T.P.+2.9m

香美町の一部

大引鼻

国土交通省
（水管理・国土保

全局）
○ T.P.+5.1m T.P.+5.7m

住宅地、農
地

佐津西
環境保全

重視エリア
12 香住 無南垣

環境利用
調整エリア

15 香住漁港 今子
農林水産省
（水産庁）

レベル１津波に対しては越流を防止し、レベル２津波による
浸水被害の軽減を図るため、護岸及び陸閘の改良を計画す
る。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

－

― ―

○
T.P.+2.7m T.P.+4.7m

住宅地

海岸の侵食防止を行うために、優れた海岸景観に配慮して潜
堤を計画する。保全された砂浜、潜堤及び既設緩傾斜護岸に
より、波の打ち上げを抑制し、眺望に優れた地理的特徴に配
慮した海岸全体の面的防護を図る。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

18 香住漁港 下浜
農林水産省
（水産庁)

○

農林水産省
（水産庁）

T.P.+3.9m T.P.+4.9m

住宅地

住宅地、農
地

17 香住漁港 香住

レベル２津波及び高潮による浸水被害の軽減を図るため、胸
壁や陸閘の新設、改良を計画する。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。施設及び施設
を操作する機械、器具等を良好な状態に保つ
よう、定期的（月、年等）に点検・整備を行
う。

余　部
利用促進
エリア

T.P.+3.9m T.P.+4.9m
― ―

香住浜
利用促進
エリア
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※（）内は将来気候における必要天端高（余裕高を含む）

海岸名 地区 種類 現況の堤防高 種類
代表堤防高

（必要天端高※）
地域 状況 環境面 利用面

護岸 838m 護岸 838m

突堤 3基 (212m) 突堤 3基 (212m)

離岸堤 4基 (378m) 離岸堤 4基 (378m)

護岸 451m 護岸 451m

突堤 4基 (212m) 突堤 4基 (212m)

離岸堤 2基 (170m) 離岸堤 2基 (170m)

浜坂西
環境利用

調整エリア
23 居組漁港 居組

農林水産省
（水産庁）

○ ― ― 護岸 T.P.+3.6m 住宅地 長期的な課題として気候変動への適応を行う。 ― ― ―

添付表　地区海岸一覧表（新設又は改良に関する事項、維持又は修繕に関する事項）
（気候変動シナリオとして2100年時点を想定年次とした代表天端高を設定）

地区名 エリア特性
区域
番号

海岸保全施設の存する区域

所管 維持又は修繕の方法

延長等 延長等

新設
改良

「○」

海岸保全施設の種類、規模・配置等
（現況）

海岸保全施設の種類、規模・配置等
（計画）

受益の地域

整備の概要
（整備イメージ）

配慮事項

住宅地

既設突堤が経年劣化、波力等の影響による損傷等により機能
低下が進行しているため、突堤を改修し、海岸全体の面的防
護を図る。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

諸　寄
環境利用

調整エリア
22 諸寄漁港 諸寄

農林水産省
（水産庁）

○ T.P.+5.2m T.P.+5.7m

新温泉町の
一部

浜坂中央
利用促進
エリア

21 浜坂漁港 浜坂芦屋

住宅地、農
地

既設突堤が経年劣化、波力等の影響による損傷等により機能
低下が進行しているため、突堤を改修し、海岸全体の面的防
護を図る。
施設の老朽化に伴い、予防保全の観点から、適切な改良等を
行う。長期的な課題として気候変動への適応を行う。

・住民参加による海岸美化活動
の推進

・海岸利用者へのマナー向上の
ための啓発活動

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を実施
し、適切な維持・修繕を行う。

― 200m

農林水産省
（水産庁）

○ T.P.+3.9m T.P.+5.3m

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図 

 
 

 

 第Ⅱ編において定めた新設又は改良の整備対象海岸、維持又は修繕対象海岸

について、海岸保全施設を配置する区域、種類及び受益地域を添付図として示

す。 
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第Ⅱ編において定めた新設又は改良の整備対象海岸、維持又は修繕対象海岸について、

海岸保全施設を配置する区域、種類及び受益地域を添付図として示す。 

なお、図中の数字は、地区海岸の区域番号に該当し、図中の凡例については付表－１

に示すとおりである。 

また、海岸保全施設のイメージ図を付図－１に示す。 

受益地域は、本計画の海岸保全施設がない場合に浸水が想定される地域として、以下

の地域を示す。 

①浸水地域が海岸線から1km以内：地盤高が計画高潮位＋1/2計画波高 

②浸水地域が海岸線から1km以遠：地盤高が計画高潮位 

 

付表－１ 添付図 凡例 

凡 例 

 海岸保全施設を新設しようとする区域 

 海岸保全施設を改良しようとする区域 

 海岸保全施設の存する区域 

○堤  堤防（緩傾斜堤防を含む） 

○護  護岸（緩傾斜護岸を含む） 

○突  突堤（ヘッドランドを含む） 

○離  離岸堤 

○潜  潜堤（人工リーフを含む） 

○浜  人工海浜（養浜を含む） 

× 水門（樋門、陸閘、排水機場を含む） 

 受益地域 
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付図－１ 海岸保全施設のイメージ図 

 

堤防・護岸：海岸線が削れるのを防いだり、高潮や高波、津波などの浸入を防いだ

りする構造物です。 

離 岸 堤：波の勢いを衰えさせたり侵食を防いだりするために、岸から離れた海

の中に設置される構造物です。コンクリートブロックや自然石ででき

ています。 

潜   堤：基本的な形状・効果は離岸堤と同じですが、堤体本体が水面下に隠れ

ており、景観に配慮した施設です。コンクリートブロックや自然石で

できています。 

突   堤：海岸から海に向かって垂直に突き出た構造物で、波の流れをさまたげ

て海岸線が削られるのを防ぐために設けられます。 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 25000 を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 168 号） 

この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 25000 を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 168 号） 

この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。 



 

添-8 

 
この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 25000 を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 168 号） 

この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 25000 を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 168 号） 

この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 25000 を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 168 号） 

この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 25000 を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 168 号） 

この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。 


